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　ච者は2023年 2月にʰݑ法ᴷ日本国ݑ�法ղऍの

ために （ɦ成文ಊ）をץ行した．教科ॻとして，必
要࠷খ限の内༰（ಛに，大事なݧࢼの直લに必要なこ

と）にཹめるため，༨ஊは෧印し，ੜਅ໘な
トーϯとなͬた．このことはච者のフϥεトϨー
γϣϯをߴめたということもあるが，それ以上
に，法学の学शに必要なपล事項をলུする
ことは೦である．ຽ法の学शはຽ法をとこと
Μやれできる，というものではなく，関連学
や知ࣝがあͬてཧղがਂまるというものであ
り，「ຽ法」を他の࣮定法分にஔきえても，
΄΅当たͬていよう（「ษڧのཪワβ教えますʂᴷ法
学・政治学ではཪワβはϝϏεのྠのく」関大学

通৴282号 5໘（2000）ࢀর）．
　そのことを໌らかにし，これをิॆするた
め，本稿はॻかれた．これはෆਅ໘なことで
はない．法学をߴめるためには，෯い「諸学
の知ܙ」が必要である．法学，法社会学，
法࢙学というݴいํにٖしてݴえ，「法ࡶ学」
とでもݴうきものであΖうか．その「ମܥ」
をࣔͤないஈ֊であるので（永ԕにࣔͤないのか

もしれないが），その「すすめ」としたい．無
論，その内༰にઈରతなものがあるഺもなく，
֤研究者のੑݸにཔͬていることは༳る͗な
い．どことなく༄Ոখࡾ治ʰま・く・ら （ɦߨ

ஊ社，1998）とか，さͩまさしh ൌՎ集 （ɦ文य़ळ，

1986）にࣅていても，ؾのͤいである．本稿の

正しいతをཧղして͚れいである．

第 1部　憲法総論

第 1章　憲法の基本概念
1　憲法とは何か
（1）憲法の概念
　イギリス　「連合Ԧ国」はݱ在ϐϯνである
らしい．είットϥϯυがまた，分ಠ立の
ॅຽ投ථをٻめている．2022 年 11 月，ࡋߴ࠷
が，είットϥϯυ政府はイΪϦε政府の同ҙ
なくしてそのような立法はできないとࣔした
ので，投ථはԕのいたが，ಠ立のෆຬはཷ
まͬている．Ξイルϥϯυಠ立運ಈもܧଓし
ている．είットϥϯυಠ立の「国ຽ」投ථは，
2014 年に࣮ࢪされたものの否決にऴわͬたが，
その後，2020 年 1 月に，Ҡຽやۚ࿑ಇ
者がやͬてきたり，大から҆いがೖͬて
きたりすることなどをͬݏてイΪϦεが E6 か
ら࠷ऴతにすると，E6 にりたいείッ
トϥϯυはイΪϦεからして E6 に加ೖす
る్をࡧし࢝めている．イϯάϥϯυは，か
なり保कౘがڧくなͬてきており，είットϥ
ϯυと政ౘ࣋ࢧのঢ়گのҧいが໌ͩ．
　もしもείットϥϯυがಠ立した場合，ւ
༉ాをཔりにしているイΪϦε経済に҉いӨを
མとしそうであるし，είットϥϯυに集தす
る原子ྗજਫ؋の基からఫୀするかԿかͤͶ
ならず，܉事తにもӨڹがੜ͡よう．大きな
事݅になるڪれがある．νϟールズという໊લ
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の国ԦがଈҐすると，ෆ٢なことがىこるジϯ
クεがイΪϦεにはあるのͩが．
　イϯάϥϯυは英ถ法Ҭであるが，είット
ϥϯυはそうではない．ݹ代ϩーϚఇ国のӨڹ
下にあͬたとこΖが大法Ҭで，ຽ法やܐ法
がύϯデクςϯ・γεςϜで編まれている．Ұ
時ϩーϚに領された͚ͩのイϯάϥϯυには
そのӨڹはബい．およそ領されていないε
ίットϥϯυやԤ諸国は，これらとはまたผ
の法ܥがあるのである．
（3）憲法の分類
　民定憲法　日本国ݑ法は，その 1 条で「ओ権
の存する日本国ຽ」という語۟があることから，
国ຽओ権のݑ法，ຽ定ݑ法であるということが
わかる．とこΖが，その 1 条はఱߖの記ड़であ
り，それがݑ法の಄の条文であることから，
立܅ݑओ制の໊のようなؾ分をৢし出す．ͩ
が，法論としては日本国ݑ法はຽ定ݑ法であ
り，ڠݑ法や，ましてやێ定ݑ法ではない．
までの社会科，ެຽ科の教科ॻ・資料集ߍߴ　
にੈքの国ʑが৭分͚されていることがଟい
が，そこで日本を「܅ओ国」にしていることは
ຆどない（࣮֬にޡりである）が，しし「そ
の他」になͬている．ૉ直に共政ମに区分す
れよい͚ͩのことで，そこでఱߖ制につ
いて記するํが໌ݡではないか．以લ，よく，
同͡ように「その他」ͩͬたのは܉政下のϛϟ
ϯϚーとΧμフΟ政権のϦϏΞͩͬた֮えがあ
るが，日本はそのؒではあるまい．
2　憲法の最高法規性とその解釈
（2）最高法規性
　基本法令の現代語化　1984 年に大学にೖͬ
たੈ代では，法の条文は文語ମΧタΧφॻき
が普通であͬて，ྫ外は，ઓ後にશ໘改正され
た，ݑ法，（ຽ法後 の）Ո法，ܐ事ૌু法程
ͩͬたので，தには，ݹ文がۤखͩというཧ
༝でݑ法やՈ法のθϛをબΜͩ人もいたとか
いないとか，であͬた．
　しかし，Ұ部法学部の学ੜも読めないものを
国ຽҰൠが読めるഺもなく，ಛに，ۙで，当

事者にಥき͚る必要もあるຽ法の࢈ࡒ法部分
やܐ法がそのままではࠔるということで，法務
লはݱ代語化（当ॳは，ޱ語化とͬݴた）を進める
こととなͬた．ݐલは，ҙຯは同͡，読みқく
する͚ͩ，ということͩͬたが，தにはついで
に改正されたものもある．
　その࠷も有໊なものが，ܐ法のଚ属ࡴ人ࡑ・
ଚ属ইகࡑࢮとࢥわれる．1973 年のଚ属ࡴ
人ࡑҧݑ決（࠷大ত 48・4・4 集ܐ 27 巻 3 号 265

頁）から 22 年，༩ౘのଜ部બ出の議員の，
「をࡴしてもいいとでもいうのかʂ」という
ྨの߅がきつく，法改正がままならず，ݕ
がద用条文をࡴ人ࡑに代えてりͬてきたの
であるが，このݱ代語化という大ྔの条文ॲཧ
のؒにฆれて，改正されることとなͬた．また，
以લからҧݑのٙいも指ఠされつつも，ࡋߴ࠷
はҧݑとしてこなかͬたଚ属ইகنࡑࢮ定

ত࠷） 49・9・26 集ܐ 28 巻 6 号 329 頁など）につい
ても，Ұؾにআされたのである．
（3）最高法規性の保障
　憲法尊重擁護義務　ච者は 2002 年 10 月に横
浜国立大学経済学部ॿ教तとしてண任したので
あるが，当時は国立行政法人化લͩͬたため，
文部科学教，શくの国Ոެ務員であͬた．͝
ѫࡰの༿ॻを出したとこΖ，ߍߴの୲任からి
がきた．भ出のઌੜによͬて，国立はと
てもΤϥイことͩͬたのかなーとͬࢥた．採用
時，ެ務員としてのએをした．日本国ݑ法を
ଚॏするということも内༰にೖͬていたが，こ
のはݑ法の教員でもやはり֬ೝされる．
　ެ務員のதには，ݸ人త৴条としては「改
法やઓ時ମ制がૉらしいとݑ論者，໌治「ݑ
の社会ओٛମ制がཧܕている人も，ι連ͬࢥ
ͩとͬࢥている人もいるのかもしれないが，ݑ
法 99 条のझࢫは，それを改めよということで
はなく，法治行政なΜͩから，ݑ法をとす
る法ମܥのࣥ行を機関のҰ部としてやͬて下さ
い，ということにあるのͩとࢥわれる．そもそ
も，それͧれのࢥい通りにಈき出すと，組৫と
はݴえない事ଶが発ੜする．そのҙຯで，υイ

（380）
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π基本法とҰઢをըして，国ຽのݑ法ଚॏ༴ޢ
ٛ務をن定していないは，日本国ݑ法ཧղの
ॏ要なであΖう．
　抵抗権・革命権　ݑ法上，߅権はある，と
する学આがଟい．国Ոٸۓ権が時の権ྗ者にཞ
用されがちにݟえるのとൺ，߅権はຽऺの
ものというࢥいがあるのかもしれない．たͩの
ཚ者集ஂが立ݑओٛをഁյする͚ͩ，という
こともあることにはҙしな͚れならない．
正当化できるのは，通常の౷治機ߏがຑᙺして
いる場合͚ͩとࢥいたい．
　それと，この，߅権やֵ໋権はある，とい
う議論がԿをしたい議論なのか，というもߟ
えてཉしいである．߅が大成ޭして政府を
స෴すれֵ໋が成बするわ͚で，࣮ݱと
して日本国ݑ法上߅権があͬたかどうかは，
ຆどҙຯがない．߅したいのにできないでは
ないか，というのは，そもそもඇ常खஈなのͩ
からະ行ஈ֊で権利ੑをૌえるのもมであ
る．大して߅しなかͬたのにୁัされたよう
な事ྫは，७ਮに人のࣗ༝，ମのࣗ༝のണ
ୣで，ଟくの場合はద正खଓҧであΖう．そ
うߟえると，߅権の存在のओுは，߅運ಈ
のに，後にいてくるຽऺもさ΄どなく，ڏ
しくୁั・ىૌされた活ಈՈがࡋでૌえるよ
うな場໘に限られるのではないか．ऒかれ者の
ٔれՎ．γϏΞな࣮ݱとしては，どれ΄ど
のҙຯがあるのかはղらない．
3　近現代立憲主義
（1）近代以前
共和主義　ϩーϚ共政については，ߍߴの

ੈք࢙でࢄʑษڧしたとࢥわれるので，当ํが
ここで加චすることはগない．直ຽओ政はૉ
らしいとͬࢥている人は結ߏいるようͩが，
国政を୲える人にࢀ加を限定する作ۀが加わͬ
てしまう．ϩーϚでも，政治ࢀ加は，ࣗ༝ຽの
成人உ子のՈに限定されていた．ౕྴは
論，ঁੑも完શഉআであͬた．ݹ代ΪϦγϟの
ΦϦϯϐックが，٬؍も含めてஉੑ限定で，അ
など以外はશདで行われていたのも，こٕڝं

ういͬた事と通͡るものがある．
　ϩーϚは，市ຽによるॏาฌが܉事を୲ͬ
ていた．ฌと政治ࢀ加がҰମというߟえは，
そうݹいものでもない．ΞϝϦΧでࠇ人உੑが
法上，投ථの平等を保োされたのはݑ 1870 年
であるが，ന人も含めてঁੑが保োされたのは，
第Ұੈ࣍ք大ઓ後の 1920 年のことである．ॐ
後をकり，૯ྗઓのҰ部を୲ͬたのはࢲたちͩ，
というૌえがあͬてのことである．2022 年
人உੑは大౷領になͬたࠇ在，ΞϝϦΧではݱ
ྫが出たが，まͩঁੑの大౷領は出ていない．
直ຽओ政の౷の৭ೱいεイεがঁੑの政治
加をೝめたのは，国政ではࢀ 1971 年とい．
　マグナ・カルタ　領土をࣦい，ϩーϚ教ߖか
らഁされ，Ϛάφ・Χルタにॺ໊さͤられた
ジϣϯԦは҉۪な国Ԧͩとよくݴわれる．൴を

「ジϣϯ 1 ੈ」などとݺないのは，その後，
൴の໊લを͙ܧ国Ԧが出なかͬたからで，Ұछ
の永ܽٱ番である．
　たͩ，ݴう΄ど҉۪ではなかͬたのではない
か，という研究もݟた֮えがある．「Ϛάφ・
Χルタができたのは」というに「ジϣϯԦ
がόΧͩͬたから」とえた人がいた（ϗϯト

です）が，ޡりͩͬたかもしれない．ߋࠓ，த
学のதؒςεトの得を修正するのは及తෆ
利ӹมߋに当たり，Ϛάφ・Χルタతにもڐさ
れない．なお，1215 年の有໊なϚάφ・Χル
タは直後にϩーϚ教ߖによͬて無ޮにされてお
り，ݱ在でもイΪϦεで法తޮྗを有するもの
の基は，1225 年に作成され，1297 年に֬ೝさ
れたものである．
　国民国家（ネイション・ステイト�naUiPn�sUaUF）　

1 人の܅ओに 1 つの国ຽというҙຯでも国ຽ国
Ոがੜしたのは，ΤεトファϦΞ条以߱
である．தੈはもͬと͝ちΌ͝ちΌしていた．
そうした国Ոのओ人ެが܅ओから国ຽに代わる
と，ۙ代立ݑओٛ国Ոがੜするわ͚である．
　ワールυ・ΧッϓやΦϦϯϐックは，基本త
に，この国ຽ国Ոを୯Ґに代表をબ出したり༏
উが૪われたりする．国ՈγεςϜはࠜਂい．
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1 つの国ຽは 1 つのຽなのͩ，ということが
ௐされ，1ڧ つのݴ語，1 つの語（ྺ࢙，国࢙），
1 つの国Վと国ضが決められていく．ۙ代立ݑ
ओٛ国Ոとなるためには，ֵ໋をىこしたりಠ
立運ಈをىこしたりすることがଟいので，国Վ
はどうしてもܹしくなる．どことなく܉Վであ
る．フϥϯε国Վなどはૣʑに「ॐを࣋て，市
ຽよ」（AuY�aSmFs�ciUPyFns�）とૌえか͚ている．
ͩから，「܅が代」はੈքతにݟるとಛघੑが
ある（Ұൠతల開ではઓલは「ٶさΜٶさΜ」で，ઓ

後はෆ໌である）ということになΖうか．それと，
とてもい．Ϩで࢝まりϨでऴわるのもಛघͩ
Ζうか．それと，国ՎたるものҰൠ大ऺがՎい
қいことは必要で，ӉଟాώΧル作٢ా・ࢺඒ
作ۂ・Ҫ上ؑ編ۂみたいな国Վはない．た
ͩ，ϛϟϯϚーの国Վは࠷ॳのํ，ຆどのϛϟ
ϯϚー人がしくてՎえないらしい．
　ੲは，ࡾय़夫など，「国ຽతՎख」という
人がいた．国ຽҰମとなͬた，ということになͬ
ていた，1964 年の౦ྠޒژや 1970 年の大ࡕສ
博は国を͛ڍての，ちΌΜとి通がೖりࠐΜͩ，
Ұ大イϕϯトのςーϚۂをՎͬていた．このؒ，

「国ຽతϩックՎखの永٢」という表ݱを
ฉいたが，どΜなに有໊で $% がചれていても，
Իָతᅂも割れたそれ以߱のੈ代ではҧײ
がある．໌治の܄ݩと「܉ਆ」たちになされた
国ができたのは，٢ాໜで࠷後ͩͬたのかも
しれない．
（2）近　代
　アメリカ合衆国憲法　ΞϝϦΧのಠ立は
1776 年ͩが，࠷ॳから「ΞϝϦΧ」がಠ立し
たわ͚ではない．13 （この時代の 4UaUF のことは，

「国」でもなく「भ」でもなく，こうॻくのがූらしい）

がಠ立して，さてどうしようか，օで૬ஊした
とこΖ，フΣデϥϦεトとݴわれる人たちが࣍
第に有ྗになͬて，όϥόϥͩと英本国が߈め
てくるとࠔるから，Ұॹにやらないか，という
がవまり，連を作ͬたというである．ಠ
立したものがҰつの条を結Μで，連を作ͬ
た．その条がΞϝϦΧ合ऺ国ݑ法である．「条

ݑ法」のྫはこれでे分．
　で，Ұॹになるとなると，いΖいΖ利ର立
がੜ͡る．ࣗ༝भとౕྴभのର立があͬて，ౕ
ྴは 5 分の 3 人扱いにするଥڠが成立する．そ
れと，大きなभとখさなभのର立があり，大き
なभは議会に人ޱൺྫで代表をૹりたいとݴ
い，খさなभは，भはभなΜͩから同͡の代
表ͩといͬてৡらない．そこで，上院は֤भ 2
人ずつ，下院は人ޱൺྫで，ということにして，
ೋ院制にした．大౷領બڍは，あの時代ͩと，
どこかに投ථ用ࢴを集めるのも大มͩし，そも
そもभはݩಠ立国でಠࣗੑがあるので，そうで
はなく，भ͝とに大౷領બڍ人をબͿܗになͬ
た．ຆどのभは，ࣗभのӨྗڹを૿すためにউ
者૯औり（XinnFS�UaLF�all）ํ式を採用する．で，
その人たちがワγϯトϯ %$ に集まͬて投ථし
て，大౷領が決まる，աऔれないと下院が
決めるとか，࣮は複ࡶな決まりになͬている．
ͩから，4 年に 1 回，11 月の಄にやͬているの
は，大౷領બڍ人બڍ．あ，大౷領બͩڍ，と
ڍ͚たら，いや，あれは大౷領બݟう人をݴ
人બͩڍよと指ఠして，ݏわれて下さい．
　夜警国家　「ܯ国Ո」というのは 19 υلੈ
イπの社会ओٛ者フΣルデΟφϯト・Ϥϋϯ・
ΰットϦーϓ・ϥッサールがࣗ༝国Ո・࠷খ国
Ոに͚たҟশ・ᕒ໊・ൽのྨ．正式な学ज़
త・科学తな໊শではないものの，ݴい得てົ
で，ඇ常に有໊である．正式でなくとも，όϯ
クγーのֆとか，ೋ条Տ原མॻ（ࠑൺ都χϋϠル

౼ڧ౪។ࢫ）のように，ྺ࢙にͬていく
ものはある．
　とこΖで，ϥッサールは，ঁੑにབྷΜで
39 Μでいる．決ಆは，日本ࢮにして決ಆでࡀ
ではݱ在でも，「決ಆࡑχ関εル݅」という໌
治時代にできた法でേͤられる．よい子はや
めましΐう．
　ࣗ༝国ՈはΞμϜ・εϛεのݹయ経済学と
結びく．ΞμϜ・εϛεのݴ༿を「ਆのݟえ
͟るख」と֮えている人もଟいようͩが，「ਆ
の」とはͬݴていない．
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（3）現　代
　ワイマール憲法　社会権όϯβイの人にとͬ
てはཧతなݑ法のように語られるが，あまり
にもৄࡉな社会権ن定は，第Ұੈ࣍ք大ઓのଟ
ֹのഛঈۚをෛわされたυイπにとͬては「な
いକはৼれない」ものであͬた．そこで，ܗ
ࣕ上学తυイπ؍೦学とでもݴうか，発໌され
たのがϓϩάϥϜن定આというもので，権利とॻ
いてあͬても権利͡Όない，というཧ۶．社会権
以外にもྲྀ用されたので，ઓ後のυイπ基本法は，
ଟの社会権ن定をཏྻするということはやめた．
　もうҰ，ඇ常時に大౷領にશ権委任するن
定をஔいていて，これがώトϥーにѱ用されて
しまͬた．そこで，どうも，ٸۓ事ଶとかඇ常
事ଶのن定をೖれることはݥةであることにな
り，日本でも国Ոٸۓ権をݑ法からҾき出すこ
とには৻ॏなҙݟが学քではଟいのである．な
お，ώトϥーొ場の原Ҽは，ϋイύー・イϯフ
Ϩーγϣϯで，その原Ҽはઌड़のଟֹのഛঈۚ
とੈք大ͬͩ߄ڪたので，第ೋੈ࣍ք大ઓऴ了
時に，ഊઓ国にଟֹのഛঈۚをٻすることは
なくなͬた．
　大衆政党　2000年代にタイをཱྀ行した（クワイ
Տమڮにも行ͬた．ΞジΞをཱྀすると，日本܉の৵ུの

ࠟに出会い，ॖڪする）とき，Ψイυが，όϯί
ク（正式໊শはとてもい，というのは有໊なトϦϏΞ）

のओ要ӺであるフワϥϯϙーϯӺपลはͩݥة
から行くな，という指ࣔを受͚た．આ໌として
は，ଜ部のځࠔがܹしく，そこからट都に出
てきた人ʑがηϛ൜ࡑ者集ஂ化しており，εϦ
はしΐͬちΎうなので，ということのようである．
　ͩが，ڵຯがあり，ࡴ人事݅まではないよう
なので，࠺をϘデΟ・Ψーυに（ʁ），行ͬて
みたが，やはり治҆はѱく，Ӻのߏをݟ学し
て時ؒでୀࢄした．
　フワϥϯϙーϯӺは，ओにタイ部かう
ྻंのターϛφルである．日本でݴえ上Ӻ
である．上Ӻの治҆がѱいということは関
౦・౦・などのශࠔがܹしく，༨人ޱ
が౦ژにྲྀれていることをҙຯする．ߴ成

がな͚れ，どうなͬていたことか．それをࢥ
い，ߴ速ಓ࿏のݐઃがଓくόϯίクと，ශしい
ଜの格ࠩをͬࢥた．ଜのଟ大ऺのౖりの
ϚάϚはજ在తにཷまͬていた．
　こういͬた人ʑのにࢧえられたタクγϯ政
権が௵され，タクγϯ市ຽがಈをىこし，
の土༵ࠇがѹした҉܉し，これをڌもߓۭ
日事݅がىきたのは 2010 年 4 月である．ࣗຽ
ౘもすͬかりแׅ政ౘになͬた日本では，໊望
Ո政ౘと大ऺ政ౘというର立図式はݟえにくく
なͬたが，普通બڍ制が導ೖされたݱ代では，
その原ܕがফえることはないであΖう．
　ゴルバチョフ　2022 年 8 月，ϛϋイル・
ΰルόνϣフがくなͬた．൴の人ੜを回ސす
る様ʑなςϨϏ番組をݟてڻいたのは，ι連の
指導者であͬた時ؒがたͬた 6 年ͩͬたことで
ある．しかも，ब任後 4 年で౦Ԥֵ໋となるの
で，「౦ଆਞ営」のϦーμーであͬた時ؒは 4
年しかなかͬたことになる．
　「ΰルϏーओ」というྲྀ行語があͬたよう
に，外では人ؾがあͬたがϩγΞではෆ人ؾ
ͩͬた．౷制経済をٸに改ֵしてࠞཚもটいた，
ΞϝϦΧにฒͿ国際తҐを่յさͤたという
しいධՁのようͩ．たͩ，εターϦϯはよかͬݫ
た，とݴわれてもͶ͐，である．ϥジΦεトッ
クに行ͬたとき，こΜなにஉの子が܉人になり
たがるとこΖはݟたことはないとڻいた֮えが
ある（横ਢլでもそΜなことはない）．「ଆ」の人
ؒとしては，൴がι連の「ෛ͚」をܿくೝめる
ことで，「第ੈ࣍ࡾք大ઓ」をىこさなかͬた
ことはँײしてもしきれない（Ϛル経のઌੜなど

はͬࠔたのかもしれないが）．ずるずるとաڈのӫ
ޫͩとか，ϩγΞ正教文໌をकΖうと，その文
໌ઢ（サϛϡΤル・ϋϯνϯトϯ（ླओ੫༁）h 文໌

のিಥ （ɦ集英社，1998）ࢀর）をಈかそうとした
クϥイφに৵ུし，ۙ代ઓが૯ྗઓであるこ
とをれ，౦ྫྷઓにお͚る決定తなഊ者と
なΖうとしているϓーνϯをݟるにつ͚，しみ
͡みそうࢥう．ಙتܚではないが，ෛ͚ํは
大事である．
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　ASEAN（౦ೆΞジΞ諸国連合）　「ΞηΞϯ」
がઃ立されたのはϕトφϜઓ૪தの 1967 年．
当ॳは，社会ओٛ国であるϕトφϜにର߅
するため，ΞϝϦΧのࢧԉでઃ立されたもの
であͬたが，1999 年にはೆ౷Ұ後のϕトφ
Ϝなどが加ೖし，すͬかりҬ連合となͬた．

「A4EA/ の原加ໍ国でない国は࣍のうちどれ
か」というの正ղࢶは「ϒルネイ」などで
はなく「ϕトφϜ」にしたい（1967 年なら，「
ϕトφϜ」か「ೆϕトφϜ」でないとおかしい，とい

うஅྗも含めて）．もし加ໍ 10 Χ国が連国Ո
になͬたとすれ，人ޱで 3 Ґ，(%1 では 4
Ґの大国である．1981 年のϚϋςΟール・Ϛ
ϨーγΞट૬の「ルック・イーεト」にҾֻͬ
͚れ，「ルック・サεΤεト」とでもݴ
うきか．日தのߝҾきは࢝まͬている．

第 2章　各国憲法史
1　近世・近代
（1）イギリス
　名誉革命　以લ，「17 のイΪϦεの市ຽلੈ
ֵ໋の໊લを 2 つ͛ڍよ」といういに，ਗ਼教
ెֵ໋とϐϡーϦタϯֵ໋とえた学ੜがいた
が，正ղのもうҰํは໊༪ֵ໋である．Ұణの
݂もྲྀれなかͬたͧ，ということでイΪϦε人
はこの事݅を「໊༪」ֵ໋とݺͿのであるが，
ΦϨϯジެイϦΞϜε 3 ੈからすると，உ
ではないࣗ分にはどうͤΦϥϯμの国Ԧにな
るνϟϯεはないし，とͬていた（ʁ）とこ
Ζ，࠺・ϝΞϦ 2 ੈの国から国Ԧにならない
かという༠いがあͬたので，「৵ུ」したとこ
Ζ，大したઓ૪もͤずにݱ国Ԧはಀ͛ͬڈて，
ちΌͬかりイΪϦεの国Ԧ（࠺と共同܅ओ）になͬ
たということである．英語のわからないイϦ
ΞϜε 3 ੈは，よきにはからえ，となり，これ
が「国Ԧはྟ܅すれど౷治ͤず」にܨがͬてい
く．なし่しతに市ຽֵ໋が進行したため，ݑ
法యを作る機会もࣦい，貴院（ۙ࠷までࡋߴ࠷

の割も有した）もͬたとݴえようか．
（5）小　括

　成典憲法　19 には，Ϥーϩッύで成యلੈ
，では࢙のੈքߍߴ法の制定がଓく．日本のݑ
18 のΞϝϦΧಠ立とフϥϯεֵ໋後の྆لੈ
国，そして，く౷Ұしてきたυイπのことが
語られるҰํ，政治・経済では，市ຽֵ໋の後，
20 成になͬてきߏ国ՈϞデルにඈͿࢱلੈ
たため，19 Ϥーϩッύのಈきはೝࣝされلੈ
ないにある．
　ϕルΪーやΦϥϯμを含め，Ԥ諸国が立ݑ
法を制定したこと，イタϦΞ，εϖイݑओ制܅
ϯ，υイπ，ΦεϚϯఇ国という大国が，ඉޱ
ཅҰによͬて「外ݟత立ݑओٛ」ͩとᎏ᎐され
るが，それでもݑ法యを制定したことは，ݑ法
を語る上で，大事な出དྷ事である．つい，ݟམ
としがちであるが，これらにより，ۙ代国Ոは
法యを有することが普通のこととなり，ซͤݑ
て，Կらかのҙຯで܅ओの権限にᝣ

㆟ㆋ

をֻ͚たと
いうҙຯがある．「Ұ等国」のؒೖりのため
にෆ平等条のղফをཉした日本も，大日本ఇ
国ݑ法を制定したのである．
　これ以外に，フϥϯεでは܅ओ制と共制が
り返され，大ֵ໋で決ணがいたわ͚ではな܁
い（φϙϨΦϯ 3 ੈはԿొނ場するのか）のである
が，そういͬたことはඈされがちである．フ
ϥϯεでさえ，܅ओ制と࠷ऴతにखをるのは
19 後であͬて，わずかلੈ 120 年લ，20 ੈ
಄は，ೆΞϝϦΧ大以外のຆどのҬل
は，܅ओ制か২ຽであͬたことはよくೝࣝし
ておくきである．
2　現　代
　アルジェリア独立運動　日本からΞルジΣϦ
Ξはԕい．ΞルジΣϦΞからも日本はԕい．૬
当のջϝϩでͩॖڪが，「ここはの果てΞル
ジΣϦΞ　どうͤΧεόのに࡙く」というՎ

（Τトࢬ「Χεόのঁ」，1955 年）があͬたくらい
である．このため，1954 年から 62 年までのΞ
ルジΣϦΞઓ૪（ಠ立運ಈ）はߍߴのੈք࢙で
も政治・経済でもຆど教えられていない．
　この運ಈはフϥϯε২ຽఇ国を༳るがす．
フϥϯεはΞフϦΧに大な২ຽを有して
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いた．ࠓでも，フϥϯεがサッΧーのφγϣφ
ル・νーϜにΞフϦΧܥとࢥしきબखをଟく๊
えるのは，これがԕҼである．このಠ立運ಈは
पล諸国にもӨڹし，1960 年にはΞフϦΧ大
でଟくの国がಠ立して「ΞフϦΧの年」とݺ
れた．1945 年からΞジΞ諸国のಠ立がଓい
たが，15 年れて，ΞフϦΧも২ຽから
するνϟϯεがੜまれた．そして，これにରԠ
するため，フϥϯεは，第ೋੈ࣍ք大ઓ時の
英༤，υΰールক܉にट૬ϙεトを打するの
ͩが，第 3 共制以དྷ，ઓ後の第 4 共制ݑ法
でも౷తに議会がڧく，これでは，フϥϯε
からݟて「クーデタ」であるものにର߅できな
いとして，大౷領権限をڧめることをٻめる回
をする．そこで，1958 年にݱ在までଓく第 5
共制ݑ法が制定されるのである．大౷領がट
૬を任໋するが，議会のঝೝが必要という，
大౷領制が発໌された．そういͬた 2 つのҙຯ
で，ॏ要な事݅である．

第 3章　日本憲法史
1　大日本帝国憲法時代
（1）大日本帝国憲法の制定
　黒船　ϖϦーのͬていたࠇધはԿࠇނいの
か，というのはよくクイズのにされる．మ
でできていたわ͚でも，あまりのڪාにࠇくݟ
えたわ͚でもなく，のધに用のίール
タールをృͬていたかららしい．日本人であれ
，΄΅୭でもϖϦーは知ͬているが，ΞϝϦ
Χ人はຆど知らないらしい．日本開国の大任を
果たすと，࣋පのѱ化をཧ༝に߳ߓで任し，
5 年後にくなͬている．いまͩに，外国から
Җతなεϙーπબखがやͬてきたようなとڴ
き，「ࠇધऻདྷ」とݺͿౡ国ࠜੑはԿなもの
か．とこΖで，2006 年，ϦΞ・デΟκϯはά
ϥϏΞքのࠇધとݺれたが，その後どうして
いるͩΖうかʁ
　文明開化　文໌開化とݴえ，మಓである．
1872 年 10 月 14 日に৽ڮ・横浜ؒで開ۀした
とݴわれるが，これは開ۀ式の日であͬて，そ

のલの 6 月 12 日には・横浜ؒでԾ営ۀが
在ݱまͬている．横浜Ӻは࢝ 3 代であり，ॳ
代はݱ在のࡩொにあͬた．かなりの部分がւ
をຒめ立て，అの上にઢ࿏をෑいた．ࣳあたり
は大໊ෑなどがଟくͬており，そこを通ա
するのがしかͬた．
　మಓϐクトϦΞルのѪ読者のগ年は学部
に，మಓジϟーφルのѪ読者は社会科学ܥに，
మಓファϯのѪ読者は人文ܥかܳज़ܥに進学し
ているؾがするが，本当か．
　江藤新平　ࡵ土ංのうち，ංલࠤլൡの代
表త人．ॳ代࢘法ڢ．ۙ代తな࢘法制の基
ૅを作ͬた．φϙϨΦϯ法య（ຽ法）の༁「ޡ
༁も͛ず，たͩ速༁ͤよ」とٸがͤたとݴわ
れる．とこΖが，ؖ論にഊれ下すると，ࠤ
լのཚのट者にࡇり上͛られ，ෆ平士の
ཚはࣦഊにऴわる．ൽにも，ࣗら֬立した写
ਅख制によͬてߴ知でୁัされ，ࠤլにૹ
られると，࢘法লのݩ部下による؆୯なࡋで，
上ૌなどの機会もないまま，決日にटされ
た．日本の࢘法制のۤを༧ײさͤるように．
　大日本帝国憲法　大日本ఇ国ݑ法のҊは，
ҏ藤博文ら͝くগで，ਆ奈ݝՆౡのผで
ࣥචされた．Ҋೖりのבを౪まれるも，୯な
るటであͬたようで，Ҋは無事ͩͬたとい
うΤϐιーυがある．Նౡは，ݱ在はଓきに
なり，横ਢլ市に属して，ٸژの浜Ӻからό
ε，日ࣗ࢈ಈं浜場のཪखにੴൾがある．
　とこΖで，໌治ݑ法には「内ֳ」という機関
໊がない．1885 年の内ֳ৬権では大࠻૬制が
ෑかれていたのであるが，ݑ法にはない．Ҫ上
が，内ֳ（Ҫ上֜でもҪ上উでもない，ҙ）ؽ
の連ଳ責任と૯ཧ大ਉの༏ӽは，ఱߖओ権とඇ
合తͩとؤなにओுし，ҏ藤らがંれたとさ
れる．ཧ۶としてはそうͩとしても，୭も国政
に責任をෛえないことになる．ҏ藤は，内ֳ
制にֳ議決定事項を 7 つし，Ұをใいるの
がやͬとͩͬた．結果，֤大ਉの୯ಠีඝとい
うことになり，これが後ʑ，܉部大ਉݱ
制と૬ေͬて，໌治ݑ法ମ制を่յさͤること
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になる．これをԿとかύςのようにܨいでいた
のが，ݑ法外機関であるݩであͬたが，໌治
ҡ৽のޭ࿑者はいずれいなくなるのが必定であ
る．ώトϥーは「૯౷」ͩͬたが，౦ᑍ英機が
ಠࡋମ制をෑくためには，ट૬，܉大ਉ，ࢀ
૯などをଟ兼任する必要があͬた．
　໌治ݑ法のղऍは，1 条のਆओ権をڧௐす
るྲྀれと，4 条の౷治権の૯ཡ者を立ݑతに読
もうとするྲྀれに分かれ，࠷後は܉部や上ਿ৻
٢と，大正デϞクϥγーやඒೱ部ୡ٢とのର立
にまでࢸる．
　このように，໌治ݑ法ମ制には，当ॳの，ਆ
ओٛと立ݑओٛのର立から，ᐆດでໃ६した
Μでいた．ややࠐが時限രのようにೖりߏ
制ओٛతΞϓϩーνがա͗るのかもしれない
が，ٯに，໌治の日本人は立ͩͬたがতに
なるとμϝになͬたという，いわΏる࢘അ؍࢙

がଥ当かについ（ํ؍খઆを؏く࢙അྒྷଠのྺ࢘）
ては，ٙがある．
　日本内閣年表　教科ॻには内ֳ表を載ͤた．
内ֳ૯ཧ大ਉの໊લを載ͤるなど，ट૬த৺ओ
ٛなのかώϩイズϜなのかとݴわれかͶないの
であるが，ट૬の໊લを֮えておくと，୭の時
代にԿがあͬたか，ଟ分，ଟくは内ֳのҙࢥが
བྷΜでいたり，内ֳがそれにରԠͤ͟るを得な
かͬたりした事݅なので，Ҽ果関係も௫みқい
ようにࢥえた．
　ઓલは，ྺ代ఱߖの໊લを֮えさͤられたよ
うͩが，政治権ྗ者・ҝ政者の໊લにすれ，
以上のことはݹ代からۙੈまでえるであΖ
う．ఱ࣍，ߖはઁ政や関ന，院政をෑいた上ߖ，
という܉のকށߐ，܉権，室ொকࣥ・܉কח
ॱであΖうか．ઁ政や関നとなͬた藤原ࢯは大
มな権ྗ者で，ଙのఇでもϏγϏγҾͬୟいた
とかで，それを，ઁ関（ંᓂ）政治とݴうΜͩ
とかݴわないとか．
（3）大日本帝国憲法の運用
　政党内閣　しし，本格త政ౘ内ֳのॳめ
は原ܟ内ֳͩとされる．それまでに政ౘ内ֳは
なかͬたのかʁ

　1898 年 の 第 1 ॏ৴内ֳ۾大࣍ は，܉部大ਉ
以外は政ౘ人がめたが，内部ର立のためۇか
4 Χ月で่յしてしまͬた．第 4 ҏ藤博文内࣍
ֳは，加えて，外૬が外務ল出の加藤໌ߴで
あͬた．第 1 第・࣍ 2 望内ֳはଂ૬ެࣉԂ࣍
も྅で࢝まる΄か，務૬などが貴院か
らબれている．第 2 ，ॏ৴内ֳの時で۾大࣍
大۾はຽؒ人のഢऋであͬた．文૬や内૬を務
めるҰتಙは貴院基盤である΄か，内૬
や務૬をྺ任した大Ӝ兼は܉人である．
　1918 年発の原内ֳは，貴院からのೖֳ
はあͬたものの，いずれも立ݑ政友会のౘ員で
あり，ඇ政ౘ人は܉部大ਉと外૬のみというこ
とで，「本格త」政ౘ内ֳとݺれた．原がݱ
৬のऺ議院議員で，ऋҐを有さず，当該政ౘを
Ѳしていたこと，基本తにその政ౘのౘ員で
ֳ྅をめていたことから，そのようにཧղさ
れたようである．ٯに，ઓલは，܉部大ਉの΄
か，外૬も政ౘのखのಧかないੈքであͬたこ
とがුきூりにされる（このことが，ઓ後にฎ原ت

ॏと٢ాໜという，外務྅出のट૬ 2 人をੜむ）．
ࣉはイΪϦεをൣとするԂ「政の常ಓݑ」
ެ望の希望ではあͬたものの，໌治ݑ法のࠜڌ
はബく，ঢ়گによりফえる運໋にあͬた．
　Կނ原内ֳがそうݴわれるのか，ߍߴまでの
の時ؒにे分なઆ໌を受͚たことがগない࢙ྺ
のではないか．ྺ࢙のઌੜは，ଔ論のςーϚを
ฉいていると，ݹ代かதੈなどがଟく，ۙݱ代
はઐでないことがଟく，こういͬたઆ໌には
政治学や経済学の基ૅ知ࣝが必要なことがଟ
く，なΜとなくආ͚られているのではないかと
Աଌしてしまう．法学部では法制࢙や政治࢙の
तۀが必要なわ͚である．
　桂太郎　҆ഒ৾ࡾにഁられるまで，内ֳ૯ཧ
大ਉの通࠷ࢉ記の保࣋者であͬた．ܡにつ
いては，ࢁ០有๎に連なる܉人であͬたとか，
大ٯ事݅を指شしたとか，࠷後は第 1 運ݑޢ࣍
ಈでࣦ٭したとか，あまりよいධをฉかない．
それでもなお，期政権を୲ͬたのは，՚で
政ౘ人，ϦϕϥルなԂެࣉ望とのόϥϯεも
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さりながら，Կともݴえない人ฑのͤいͩとݴ
えようか．「χίϙϯ」の語ݯはこの人である
らしい．
　血盟団事件　ओに，ࡾҪ合໊会社ཧ事のᅶ
ୖຏとલଂ૬のҪ上४೭ॿが 1932 年に҉ࡴさ
れた事݅．要人ςϩはଓいていた．5.15 事݅や
原ࡴ҉ܟ事݅，ᖛޱ༤ࡴ҉ະ事݅は有໊ͩ
が，そのલから，҆ాࡒൊのである҆ాળ࣍
が 1921 年に҉ࡴされる事݅などもあͬた．
年ڗ ेはඓたれখૐ，உりは，ेޒ」．82
ീ，े」というのは൴のݴ༿らしい．学Ԃฆ
૪時代に有໊になͬた，౦大の҆ాߨಊにも໊
લをした．日ൺ谷ެ会ಊも߿ொத学ߍも൴の
法事݅にも関係がݑ，ଃにあるようなのでد
ある．また，+3 ݟઢに「҆ળ」というӺが
あるが，҆ాળ࣍からऔͬたもの．ݟઢに
はઙ，ઔொ（ઙՈのՈ），ଂനੴ（日本߯

ۀ者），ত（তి），ւࣳӜ（౦ࣳ）など，
৽ࡒڵൊから໊をऔͬたӺ໊もଟく，このลり
がॏ化学ۀҬになͬていることとූ合す
る．৽ࡒڵൊはॏ化学ۀγフトである．
　日独伊三国軍事同盟　ච者の಄のサイズは大
きい．あるඦ՟ళの子ചり場で，ೖる子を
୳したとこΖ，2 つしかなかͬたことがある．
その後，Նのり，ύφϚをങうため，ۜ࠲
のઐళに行き，࣍のようなઆ໌を受͚た．

「お٬様のお子ですが，日本ͩと 63�cm に
なります．υイπͩと 62�cm でೖるとࢥい
ます．でも，イタϦΞͩと 64�cm でもೖら
ないと存͡ます．」　この 3 Χ国の同ໍはࣦഊ
したわ͚である．
2　日本国憲法時代
（1）日本国憲法の制定
　憲法問題調査委員会　ここに集まͬたެ法学
者はސのਗ਼ਫ，ඒೱ部ୡ٢，ଜ३治，委
員のٶढ़ٛ，ਗ਼࢛ٶ，Տଜຢհ，ิॿ員の
藤ޭが著໊．དྷずに，内大ਉ府の改正Ҋに関ࠤ
わͬたのがࠤʑҰ．ઓ後ݑ法学は，ඒೱ部
とࠤʑがඈびൈ͚てというとこΖから࢝
まͬている．ސの 3 人はઓ後す͙にくなͬ

てしまい（ਗ਼ਫは，国ମに२͡てࣗࢮした），ઃ立
された日本ެ法学会のཧ事にはٶがब任，
期政権を୲ͬた．
　憲法改正草案要綱　日本政府がవめた໌治ݑ
法改正Ҋ．()2 Ҋでは，日本は連国Ոでは
ないのͩからҰ院制ͩΖう，となͬていたのを
ೋ院制にするなどした．日本国ݑ法について，

「ԡし͚ݑ法」というӈのϨッςルషりが
あるが，日本政府がҙࢥを通したとこΖ，ఇ国
議会で修正されたとこΖなどもある．有໊なと
こΖでは，ݱ行 9 条 2 項಄の΄か，社会権ن
定がͬ͟くりཧされ，この部分の原Ҋ作りに
ྗしたϕΞς・γϩタ・ΰーυϯががͬかり
したというがある．なる΄ど，ݱ在のՈに
関する 24 条はෆࢥ議な場ॴにあるが，Չ්や
ඇ出子の国Ոత保ޢがओ࣠であれ，社会権
とのੑがߴいというものである（ݱ在，24
条は 14 条の平等権のಛ則か，13 条も含めたแׅత人権

のಛ則とするཧղが有ྗになͬている）．ࠜ本తに৽
否し，Ϡルタମ制を否定して，日ڋ法制定をݑ
本はੜきてい͚なかͬたであΖうし，当時の国
ຽは，領下ͩからというのをࠩしҾいても，
৽ݑ法をܴしたとͬݴてよいであΖう．
　そもそも，「ԡし͚ݑ法」というのであれ
，໌治ݑ法は，Ұൠ国ຽにとͬては໌治政府
によるԡし͚である．໌治ݑ法の改正限քを
超える日本国ݑ法は無ޮͩというઆもあるが，
それをݴうなら，໌治ҡ৽は，ນൡମ制をࢧ
えるෆ文ݑ法（Ո諸法や関౦ޚ成ഊ式）の改
正限քを超えて制定されたことになり，どこま
でれるのかわからないことになる．ݑ法制定
権ྗがొ場しないとઆ໌はしく，かといͬて，
1946 年は，それまでの法ମܥશ部を否定する

「大ֵ໋」でなかͬたことも֬からしい．
　ઓલとઓ後は，ݑ法学などをやͬていると，
அઈしたものとଊえがちであるが，（まるで，ݹ

యམ語の台がށߐと໌治，྆ํであるように）࣮は
連ଓ໘はଟい．ۙ࠷までの第 2 期҆ഒ৾ࡾ政権
などをݟると，໌治ҡ৽やઓ時ମ制はなおଓい
ているかともࢥわͤる．「うちあ͚」で「お
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国のためにؤுらないとい͚ない」と語ͬてい
た谷ொ子，܉ՎのԻもଟく，Қઌでऴ
ઓをܴえた藤ࢁҰは国ຽӫ༪を受してい
るが，ମ制తͩͬたख௩治，デΟック・ϛ
ネや୶谷のり子らにははֻからなかͬた．
　日本国憲法　ݑ法の教科ॻのॻ໊はʰ日本国
法ݑ とɦh 法ݑ がɦೋ大ൊであるࠤ． 藤治h 日
本国ݑ法論 ʤɦ第 2 版ʥ（成文ಊ，2020）は໌らか
にࠤʑҰʰ日本国ݑ法論ʤɦ改గ版ʥ（有൹ֳ，

1952）をϦεϖクトしたものであΖう．松Ҫໜ
記ʰ日本国ݑ法 （ɦ有൹ֳ，2022）もあり，Ӣཽܕ
とෆ知Րܕではないが，ࢣঊےというでは，
当ํもʰ日本国ݑ法ʱをબͿきͩͬたのかも
しれない．
　他ํ，大学のݑ法科໊শとしては，通常，
法学部の科が「ݑ法」で，教ཆ科が「日本
国ݑ法」なのである．「日本国ݑ法」であると，
教ཆ科・他学部ੜ͚の教科ॻなのかʁとࢥ
われるのははͩݏ，というෆڠԻがੜ͡る
とこΖでもある．このことがච者にはॏく，編
集者も推したh 日本国ݑ法ʱをऽり，h 法（ɦ成ݑ

文ಊ，2023）になͬたという経Ңがある．࠷ऴ
తに෭「日本国ݑ法ղऍのために」を͚た
のは，ࣗ分のやͬていることはݱ行法のղऍ論
であり，それを超えたࣗ分のࢥのԡし͚で
はないというࣗෛと，以上のことのᏕऌであ
る（決して，ではない）．
（3）日本国憲法の運用
　バカヤロー解散　Ґある，ॗݫなるݑ法
学の時ؒに，「όΧϠϩー」などという語۟を
発してもにならないのは，「ワϯϚϯ」と
もᕒ

ㆀㆠ

໊された٢ాໜのおӄである．「ワϯϚϯ」
とݴえ࿏ઢόεかとͬࢥてしまうが，そもそ
もۙ࠷のօさΜは࿏ઢόεにंঠさΜがͬて
いた時代を知らず，わ͟わ͟ワϯϚϯόεとい
うݴいํもしなくなͬた．また，ੲは，ऺ議院
のղࢄに໊લを͚るのがशわしͩͬたが，࠷
ۙこのछの文化（ʁ）はഇれてきた．
　そうݴえ，国Ո༧ࢉに語࿊合わͤをすると
いう෩शもあͬたが，ۙ࠷，ฉかない．政府ଆ

は໌るいະདྷをᨳい，ౘやϚείϛはそこに
൷をࠐめていた．1964 年༧ࢉ 3 ஹ 2554 ԯ
3800 ສԁについて，大ଂলは「みΜなにいい
༧ࢉや」とͬݴたそうである．1997 年，大
ଂলओܭ局が「ࠓ年はやりまͤΜ」とͬݴて，
ऴわͬたようである．
　内ֳについても，「܄ݩ内ֳ」（第 2 ҏ藤博文࣍

内ֳ）のように，ೖࢼで出されるものもあͬ
た．「お友ୡ内ֳ」がやͬとか．
　田中角栄　学ੜはもう，ੜのాத֯ӫを知
らない．όϒル経済もྺ࢙のようで，いつまで
もࣗ分をएख（法学者と政治Ոとམ語Ոは，40 代લ

はएखである）ͩとͬࢥていたら，ؐྐྵがۙづ
いてしまͬた．ాத֯ӫを知らないとݴうこと
は，ઓ後，55 年ମ制 の「ࣗຽౘ政治」を ମײ
できない，ということなので，が進めにくい．
ੲは，日本人なら，ాத֯ӫのものまͶ（とい
うよりも，そのਅࣅをした加藤やࠤʑつとむのも

のまͶ）は，୭でもできた．同͡ௐ子でాதਅ
．いྫもあͬたࠅ子（່）のものまͶをするل
そのҙຯで，もうそΖそΖ「ઓ後法政࢙」のよ
うなतۀを法学部がஔくきஈ֊にあΖう．
　「౦ྫྷઓ」がଓくதで，日本社会ౘに政権
をすわ͚にはいかない保क 2 ౘは 1955 年に

「保क合同」の結果，ࣗ༝ຽओౘを結ౘした．「த
બڍ区制」の下でաをҡ࣋するため，ౘ内
ౘともධされる「ൊ」が出དྷ，それがબڍ区
の定ために΄΅ 5 つにऩᏑした．1975 年ࠒ
には，その領କの໊લから，「֯ࡾ大த」と
૪は，イデΦϩΪーでڝれた．保कൊのݺ
はなく，ڮをՍ͚ます，మಓをҾきますという
サーϏε合ઓになりқく，ాதはそれに͚
て֦大したとされる．ాதは「ಓ࿏」のυϯ
であͬた（ΨιϦϯ੫をಛผ会ܭにして，他に回ͤな

いようにしたことが大きい）．その行きணくઌが，
これまたଟくのྲྀ行語（よͬしΌよͬしΌ，記
Աに͟͝いまͤΜ，ࠇいϐーγーズ，๘のҰし，փ

৭ߴ，ίーνϟϯ ク・ࢯ ϥッターࢯ，な ど），ྲྀ行
語大がその当時にあれ上Ґをಠしたであ
ΖうϩッΩーυ事݅であり，日த国ަ回෮のޭ
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もਧͬඈΜͩ．
　ヤンキー化する自民党　ਫ਼ਆҩࡈ藤の໋
໊．ಛに，খઘ७Ұ政権以߱の，「ؾ合いΞ
ήてい͚なΜとかなる」というؾ෩をධし
たもののようである．ࣗຽౘといえ，政治ॏ
྅・ౘ，のϦϕϥルࢹのӈ・経済ॏࢹ
人という 2 つの࣠でൊが৭分͚され，Ϧϕ
ϥルな྅の大平などが「保क本ྲྀ」ͩͬ
た印がڧいが，ాから҆چഒに連なる
ӈがڧくなͬた．それかりか，ट૬をଟく
ഐ出した҆چഒは，ΤϦート྅出者や上
ྲྀ֊ではなく，日本ଜ部の「のࠜ保क
ओٛ」にࢧえられ，また，খઘ༣政ղࢄはट都
，で成ޭしたようにؾのएいχートなどのݍ
土࣋ち・ళ࣋ちではないॸຽに政権がࢧえら
れるようになͬている．このため，࿑ಇ者֊ڃ
が社会ౘ࣋ࢧ者となり，ۀ࢈のߴ化と共にࣗ
ຽౘ政権はऴわるとしたੴా博英ݩ࿑૬の༧
保क政ౘ」）ݴ の Ϗ ジϣϯ」த央ެ論 78 巻 1 号 88 頁

（1963））は外れ，ι連社会ओٛのऴわりと共に，
日本のࠨもల望をඳ͚なくなͬた．成下，
ഉ外ओٛతなॸຽ（下ྲྀ社会）がࣗຽౘにがͬ
ちりしがみきͩしたのではなかΖうか．この
結果，چ౷Ұ教会その他があͬても，چຽ
ओౘの政ౘをத৺とする政権はબれず，「ネ
Φ 55 年ମ制」とでもいうきঢ়گがੜまれて
きている．このことは，ݩは໊望Ո政ౘのయܕ
であͬたഺのイΪϦε保कౘが，E6 を決
めたことやɺۚ࣋ちになるとೖౘするとݴわれ
たΞϝϦΧの共ౘが，ࠓやトϥϯϓ࣋ࢧのϓ
Ξ・ϗワイトに੮巻されていることなどとも
を共有していそうなؾがする．

第 4章　平和主義
1　平和主義の理念
（1）近　世
　徴兵制　தੈまで，ઓ૪をੜۀとする֊が
あり，日本ではそれは士֊ڃであͬた．ށߐ
時代になると，大ࡔՆのਞのऴᖼによるݩ၉
をڥに大きなઓ૪はなくなり，士は྅に

なͬていく．それから 88 年，こΜなことでは
士ಓਫ਼ਆがഇれていく，とͬࢥたとこΖに
ึ࿘士の٢ྑఛ౼ೖり（1703 年 1 月 30 日）が
出てきたので，ນ府は，ߴՈのཧも೦಄に，
ઞͬたというもある．ࠓからݟると，࠘ٯみ
して人をଟでऻうで，ثڟ४උ集合から
都ެ҆条ྫҧژ後は౦࠷，人ࡴෆ法৵ೖにډॅ
にࢸる൜ࡑである（ా進ʹ松Ҫໜ記編ʰ৽・γ

ネϚで法学ʱ90 頁（有൹ֳ，2014）ʦ܅௩正ਉʧ）．他ํ，
，のօさΜは「ਉଂ」を知らないらしいがۙ࠷
それはそれでࠔる．
　ీに֯，ຽやொ人はઓ૪にࢀ加しない．関ϲ
原のઓいは，ۙྡの人ʑはݟしていたという
もある．とこΖが，໌治ҡ৽後，ฌ制がෑ
かれる．ಥવできた共政ମで，܅ओ制諸国に
ғまれたフϥϯεֵ໋後のフϥϯεの࢈．φ
ϙϨΦϯの指導もあͬて，ฌされた平ຽの܉
ୂがڧかͬたことをきͬか͚にしており，໌治
政府もそれに฿ͬた．ೆઓ૪では，その政府
ऴతにѹする．ฌ制࠷士のཚをݩが܉
はҰൠ化する．༩ँথ子が「ࢮ܅にたま;こ
となかれ」を発表するのは日࿐ઓ૪の࠷தの
1904 年である．「ࡖの֗のあきびとのฮをތ
るある͡にて」と，ཱྀॱแғ܉のதにいたఋを
ඳ写しているは，ฌ制を࣮ײできない৺
をよくࣔしているようにࢥえる．たͩ，থ子は
൩年，第ೋੈ࣍ք大ઓ期にはઓ૪ࢍඒに回ͬた
ともฉく．日本国Ոओٛのஅຐである．
　総力戦　国ຽ国Ո同士のઓいは，લઢとॐ後
の区ผもᐆດな૯ྗઓと化していく．࠷ॳの૯
ྗઓはೆઓ૪ͩとݴわれ，ઓࢮしたΞϝϦΧ
人は，ΞϝϦΧがࢀ加した他のઓ૪の૯より
ଟいとされる．その後，第Ұੈ࣍ք大ઓは，当
ॳはޑథୂもొ場するՎతな様子もݟられた
が，ಟΨεがわれ，ᆠߺઓとなり，ྗۀや
などの૯合ྗのઓいとなͬていく．ϋϯχڅิ
όルやٛݯ経のようなፌ上खがどうにかできる
ではなくなͬた．
　にも߆らず，ѹతにྼͬていたঢ়گで，そ
れまでϤーϩッύ内部のઓ૪ͩͬたものを，Ξ
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ϝϦΧをҾͬுり出して「ੈք大ઓ」にしてし
まͬたこと，ԭೄがؕམして大都市のۭऻが
められなくなͬても߱෬しなかͬたことなࢭ
ど，「大౦ѥઓ૪」のলはଟい．
　フォークランド紛争　1982 年にイΪϦεと
Ξルθϯνϯでઓわれたઓ૪．このݑ法࢙త
ҙຯも（ΞルジΣϦΞಠ立運ಈのように）2 つある．
Ұつは，৽保कओٛを掲͛，政権をऔͬたϚー
ΨϨット・サッνϟーがෆ人ؾにؕͬてきたと
こΖで，イΪϦεにউ利を᩻

㇂㆟㇉

したことで人ؾが
り返し，期政権を୲ͬて，「খさな政府」
Ϟデルをର外తにもࣔしଓ͚られるようになͬ
たことである．ླળがट૬になり，「֯ࡾ
大த」でたͩҰ人ट૬を経ͤݧず，ඈされ
かかͬたதીࠜ߂߁が，行政ཧிという
Ϛイφーなϙεトでྫྷ൧を৯いながら，それを
機に，あまりイϝージでない行政改ֵをۋのޚ
બにྟみ，これにউ利して期ࡋにࣗຽౘ૯ض
政権を୲ͬたのも，サッνϟーやϨーΨϯの成
ޭがあͬてこそである．
　もうҰつは，Ξルθϯνϯの܉政に൷が集
தし，ຽओ化のきͬか͚となͬたことである．
この時期まで，ϒϥジルをは͡め，ೆถは܉事
政権・開発ಠࡋがଟかͬた．これが่れていͬ
た．その後，ೆถの政局は，ถӈとถࠨ
のઓいとなりқく，2022 年ݱ在，૬当に
ถࠨにৼり子がৼれているのである（そう

．（ଋされた߆の大౷領がࠨていたら，ϖルーのͬࢥ
த౦やΞフϦΧもซͤて，୯७に，ຽओओٛର
権Җओٛという図式にはならない．「Ԥभ」で
なくとも「ఱは複ࡶոح」（平পᱍҰ）である．
2　冷戦期の戦争の放棄と日米安保体制
（2）前文・9条解釈の前提問題
　マニフェスト　ݱ在，બڍにおいて政ౘが掲
͛る，（「ެ」とݺれるものより）ൺֱత۩ମత
な政ࡦを文ॻ化したものというҙຯでわれる
が，もともとは，政治తなએݴ，গなくとも，
ଟにରしてなされる法త߆ଋྗのないओுと
いうҙຯ．「政治తϚχフΣεトઆ」というの
は，そういうҙຯである．

　以લ，3A%8*.14 の「ϚχフΣεト」（2010

年）というۂに，「が૯ཧ大ਉになͬたら」「܅
のՈまでిंらͤよう」などというՎࢺが
あͬたが，これではಠࡋ者なので，ちΌΜと，
ը委員会かなΜかを通してきたܭ都市ݝۄ࡛
い（࡛ߴۄ速మಓԆ৳の場合）．
（3）日米安全保障条約
　国連軍　国連ݑষは，҆શ保োをまずは҆શ
保োཧ事会に委Ͷ，खが回らないٸۓ事ଶのた
めに集ஂతࣗӴ権をઃした．集ஂతࣗӴ権は，
それまでのݸผతࣗӴ権が，国Ոである以上当
વにある，ࣗવ権తにあるとされたのとҟなり，
この時期の人తなものである．そもそも，日
本で「国際連合」と༁されているものは，第ೋ
چ，そのものであり܉தの連合࠷ք大ઓのੈ࣍
࣠国もলしたのならೖれてやるか，という
ものである．౦ྫྷઓ，ถιのର立で，҆શ保
োཧ事会がຑᙺしたことは͝存知の通りである
が，国連܉もઃできなかͬた．ときどき，「国
連܉」のようにݟえるのは国連平（',1）܉

であり，本དྷはதখ国をத৺とするܰの܉
事活ಈであͬて，国連のୂ܉などではない．本
の国連܉を作Ζうとすると，ถιで༧ࢉとক
ฌの大を

ㆾㆉㆪ

わな͚れならなかͬたであΖう
が，そうしたୂ܉が，国連のҙࢥにਕかͬた
として，ࣗ分たちに߈めࠐΜでくるのではഅࣛ
അࣛしա͗，ถιともりؾにならない．結果，
本དྷ༧定していた国連܉はະͩにない．
　砂川事件　ถ܉基というと，ԭೄに集தし
ていて，というにす͙なるが，以લ，౦ژप
ลには横ా基や横ਢլ基以外にも，ถ܉の

「領」が あͬた．立基 は，返ؐ後，ত
記೦ެԂができた΄か，౦ژࡋのࢧ部をീԦ
子からୣͬた．ଟຎ区で，ീԦ子と立の
権૪いはܹしい．
　代ʑެԂや /), のあるあたりは，もとも
とワγϯトϯϋイπとݺれたۭ܉のためのஂ
であͬた．そのલは，代ʑの࿅ฌ場であり，
ઓલのখ学ߍでは，ઓ૪ͬ͝こ（ࠇい制をணて，
നいٿを投͛合い，にനいࠟがいたら໊༪のઓࢮ）
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もした場ॴらしい．2.26 事݅のকߍをॐࡴし
た場ॴでもある．ݱ在，正式のࢁखઢ（ौ谷・

ന経༝の・ాؒ）がͬているあたりは，
໌治時代はͩいたいͬ原で，໌治ਆٶもۭき
にできた．໌治ਆٶの「」は人తに২え
られた，しかし，その後のႩ定などはͤずにࣗ
વに任ͤてできたものである．このลりには，
ࣗવのがͬたようなとこΖがあちこちにあ
る．以લ，ੑのԐが「ԕ」したとか，ϋク
Ϗγϯが出たとか，というのとき，「うちの
大学にはタψΩがいるのよ」とڼ

ㆈㆣ㆗㇃

るઌੜがあͬ
たので，ؒを༰れず「ああやͬͺり」とͬݴ
たとこΖ，くしてから大രসになͬた．ᘏ
なのがいるでしΐうͶ͐．
　࿅അ区には܉のためのஂ，άϥϯトϋイ
πがあͬた．ݱ在のޫがٰஂなど．࡛ݝۄே
բ市などにはΩϟϯϓ・υϨイクがあͬた．返
ؐ後そこには，上ࣗӴୂேբறಮや࢘法修
शॴがある．返ؐલのそれらには，当વのよう
にถฌの൜ࡑがいていた．ถ܉基に
は直営の 'E/（ݱ・A'/．810X)[．ੲの৽ฉのϥ

ςཝにはϓϩάϥϜが載ͬていた）の์ૹ局もある
など，ۙྡでҭͬた人にはۙなΞϝϦΧ文化
ͩͬたଆ໘もある．
3　冷戦終結後の安全保障・世界平和と国際協調
（2）周辺事態法
　地政学　ੈքઓུをߟえると，ཧ学は政
学になͬていく．あまりに୯७化し，ཧత条
݅を໋॓のように語ることもదでないが，そ
の場ॴがそこにある「ҙຯ」があることもආ͚
られない．ળが日本図をٯさにして，
日本ւଆが大にۙい「表日本」であͬたこと
をతにͤݟたように，ྺ࢙を語る上でも無ࢹ
はできない．
のཧは人文ཧ学であߍߴ在の日本のݱ　
る．ੲは，ࣗવཧの「ཧ̖」と人文ཧの

「ཧ #」がซ存しており，共に共通Ұ࣍のબ
択科であͬた（ݴうまでもなく，྆科をબ択す
ることはできなかͬた．೦のためであるが，ηϯター

#・時代のқのҟなる̖ݧࢼ の区分͚ではない）．

ཧ学を学Ϳのがཧ学部という大学と，文学
部・人文学部という大学があり，౦大，౦ژ
教ҭ大（ஜ大），౦ژ都立大などのલ者が，ژ
都大などଟに۶したܗである．ݱ在，ߍߴ
のཧの教科ॻをࣗવཧのϊϦで作ͬてしま
うと，૬当ݫしいݕ定ҙݟがくそうである．
ઓલの図は܉事తに都合のѱいとこΖがӅณ
されていたなど，܉事ઓུと結びいた学な
のであΖうが，̖と̗のઓいはそれとは無ԑの
である．
　強いドイツ（ϩγΞ）兵 Ԥ，౦Ԥ（౦ྫྷ

ઓもऴえあͬたࠓ，「தԤ」とݴうきか），όルト 3
国をཱྀ行したことがある．Ԥは，உঁ共同ࢀ
ը基本法制定時の外国法ௐ査で，国අであͬた

（たͩ，ன৯・༦৯代は出ない．デϯϚークもϊルΣー

もফඅ੫はߴく，ࢱ国Ոの代ঈはۃ౦からདྷたएい

研究者にも༰ࣻなくऻͬてきた．ͩ が，྆ 国ຽは，後，

があることをબ択していࢱෛ୲であͬても࣮֬にߴ

るようにݟえた）．どうしてもආ͚て通れないの
がઓ૪とྫྷઓのӨである．結局のとこΖ，この
ൣғでは，ྺ࢙తには܉事తにυイπとϩγΞ

（ι連）がڧく，これに࿔されてきたものであ
る．大で国をݐてることは，ౡ国の日本には
ཧղできない΄どしい．ࢁזまでは，やるؾ
なら，φϙϨΦϯ܉はาいてやͬてདྷられる．
　ϋϯΨϦーでは，Ψイυがंڃߴから߱りて
きたஉੑを指して，「このํはこの国の大౷領
です」とݴわれ，びͬくりしたが，本で，ࢥ
わずѲखした．国Ոݩट（υイπやイタϦΞと同

様のݩटͩが）とѲखしたのはࠓのとこΖ།
Ұである．たͩ，このํはその後，博士論文の
፻が໌らかになͬて৬をわれた．Ⴎの代
ঈは大きい．

第 5章　憲法改正
1　憲法の変動
　硬性憲法　ݑ法ࣗମの改正が法の改正より
しくن定されているݑ法をݑੑߗ法とݺͿ．
法制定権ྗによͬて制定されるものでݑ法がݑ
あるとすれ，そのݑ法によͬてઃされた，
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ྫえ議会が，ݑ法の改正を通常୯ಠに（Ұൠ

తにはաのࢍ成で）できるとすれ，ଙۭޛ
がࣗらのໟをਧいて出དྷた分がଙۭࣗޛを
ফͤるようなໃ६をଳびる．このため，ݑ法改
正はそれよりしく，ݑ法制定権ྗの代ସの
ҙࢥをฉかずにはできないようになͬているの
が͝く普通である．
　υイπ基本法（ݑ法）が国ຽ投ථをলいてい
るのは，ࡃ׃によͬてώトϥー政権がੜした
があるためで，直ຽओ政తな࢙まわしいྺس
ものはഉআするҙࢥがそこにあるからである．
しかし，υイπݑ法の改正が日本国ݑ法よりߏ
తに༰қである，とは必ずしもݴえない．υ
イπ下院はখબڍ区ൺྫ代表ซ用制でબڍされ
るので，議੮分は΄΅ൺྫ代表で決まる．こ
のため，ಛ定のౘが 3 分の 2 の議੮をめる
ことは૬当にࠔで，連立政権がౘのҰ部も
法改ݑなࡉ同する改正Ҋを提ࣔしないと，ඍࢍ
正も成し得ないことになる．ΞϝϦΧはখબڍ
区ओମであるので，ۃな結果がでそうͩが，
くೋ大政ౘ制が定ணして，上下྆院の 3 分
の 2 をҰํの政ౘがめることはしい．そし
て，そもそも連制であるΞϝϦΧ合ऺ国（ҙ
ຯとしては「合भ国」ͩとして，そうॻきたがる同ۀ

者がいる）ݑ法の改正には，શभの 4 分の 3 の
成が必要である．ネϒϥεΧभをআいて，भࢍ
議会もೋ院制である（連議会がೋ院制であるཧ༝
は大भ・খभのଥڠの࢈ͩというઆ໌をよくฉくが，

その必要のないभ議会までೋ院制なのはԿͩނΖうか．

ଦੑ，׳れ．Ұ，議会はೋ院制が当વとࢥうと，Ұ

院制のՄੑをٙわないからか．ઓ後の日本政府もそ

うͩͬた）ことから，भϨϕルの 99 の院のうち
ҟなるभの 13 の院がରすれ，連ݑ法改
正は્ࢭできるのであり，これをಥഁするのは
༰қなことではないのである．このように，ݑ
法改正というものはしいのがઌ進国・立ݑओ
ٛ国の常であり，議会の 3 分の 2 がଥڠできる
内༰でな͚れ，まず通らない．Ϡルタମ制と
ઓうؾなのか，とでもࢥわͤるような，Ϩジー
Ϝの෮ݹをٻめれ，議論にならない．

　「改ݑ」指導者が，それでは，とそのੑߗ
法ݑ，法ੑを改正すくݑ 96 条の改正を提Ҋ
してきたことがある．日本国ݑ法のݑੑߗ法ੑ
は，およそۙ代立ݑओٛݑ法の֩৺部分であり，
ݑ，える．そもそもࢥ法改正の限քのようにݑ
法の修正に関する「ήーϜ」はݑ法制定によͬ
て࢝まͬており，ήーϜの్தでルールをมߋ
することはあり得ないことである．2019 年 7
月 11 日に౦ژϠクルトεワϩーズは 5 イχϯ
ά制の 0# ઓを࣮ࢪした（ଜࠀの࠷後のϢχ

フΥーϜ࢟として記Աされる）が，これにෛ͚た
ଜಜいるνーϜのాݹರϔッυίーν以
下が，ए松ษಜいるνーϜに土下࠲して 6
イχϯάを࠙ئしたことがあͬた．これは，
もうίϯトである．ެ式ઓではあり得ない．ݑ
法改正のルールを改正しようというのはこれに
ඖఢすることである．

第 2部　基本的人権

第 6章　人権総論
1　人権の概念・体系
（1）人権の保障と義務
　制度的保障　制త保োは，人権そのもので
はないが，ある人権をकるため，ಛ定のそれと
తに結びいている制・γεςϜとで࢙ྺ
もݴえ，政教分原則や大学のࣗ治が有໊であ
る．「制త保ো」というςクχΧル・ターϜ
は，いかにもυイπ語直༁な߳りがするのであ
るが，໋໊権はઌୡにあり，よ΄どおかしくな
͚れ，受するしかあるまい．
　人権と制త保োの関係は，ધとఅの関
係にٖͤられる．この場合，外༸からの大は，
ओとして国Ո権ྗということになΖうか．これ
を൘ॻでࣔそうとするのであるが，なかなか上
खにඳ͚ない．ূ໌したことは，ֆが下खでも
法学者になれる，ということである．教科ॻݑ
では，ࣗ治ମの 8FC ϖージを載ͤることでצ
หさͤていた．
（2）人権の概念
　私有財産制　「ࢲ有࢈ࡒ制」は 制త保ো
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ͩというओுをよくฉく．要するに，社会ओٛ
化することはݑ法ҧͩ，というわ͚である．
とこΖが，طにι連はなく，த国は社会ओٛ市
場経済というものになͬて，人ຽެ社はݟるӨ
もない．他ํ，サッνϟー以લのイΪϦεには
国営の߭などもଟくあり，資本ओٛを掲͛て
いても，基ۀ࢈װのଟくが国営ͩͬたྫはଟい．
かくいう日本も，3 ެ社 5 があり，༣ศ事ۀݱ
事であͬた（「ํ日のؙ」である．தも国のۀ
学ੜのͬͩࠒたか，これをؒҧえて「日のؙํ」とͬݴ

てしまͬたことがある）．ۚ༥機関のۚ利も，出ళ
も，大ଂলの行政指導にཧされていた日本は

「ੈքで།Ұ成ޭした社会ओٛ」ともᎏ᎐され
た．൝ాऩत法を社会ओٛͩとはݴわないであ
Ζうが，果たして，どこまでが資本ओٛでどこ
からが社会ओٛなのか．経済తࣗ༝のن制は合
ཧੑの基४をϕーεにすきこともあり，この
ओுにあまり࣮ફతなҙຯを͡ײない．
（3）人権の体系
憲法上の人権の分類方法　人権のମܥとして

は，イΤϦネックの分ྨは有ޮで，「国Ոから
のࣗ༝」であるࣗ༝権やݹయత平等権と，「国
Ոのࣗ༝」である社会権や国務ٻ権とでは
ϕクトルのきがٯであるということである．
いϕクトルͩというڧ権はもͬとئ政権・ࢀ
ことͩΖう．
　とこΖで，本教科ॻのϕーεは，ݱ代ݑ法の
基本࣠は国ຽओ権ओ （ٛຽओओٛ）と立ݑओ （ٛ権

ྗ分立，法のࢧ）の૬Ⴅであり，そのことは࢘
法審査基४にお͚る文字通りのೋॏの基४論と
して表出するということであれ，イΤϦネッ
クྲྀの権利のੑ格論よりは，ҏ藤正ྲྀݾの分ྨ
にͤدるきͩͬたかとলするとこΖがあ
る．۩ମతには，「国務ٻ権」をখさなষと
して立ててはݟてみたものの，国Ոഛঈٻ権
と（ओとしてຽ事・行政）ࡋを受͚る権利はҰ
ൠతな人権৵の際のٹ済खஈ・खଓに関する
もので，แׅత人権のΤクεトϥというҐஔ
͚であるのにରし，ܐ事ิঈٻ権は，まさに
事खଓ上の人権・ମతࣗ༝権を୲保するもܐ

のである．ଟ分に，࢘法審査基४もҟなるഺで
ある．このҙຯで，もし，本ॻが改గの機会を
͚るとすれ，「国務ٻ権」というষはফ
໓さͤ，「แׅత基本権及びੜ໋・ମతࣗ༝」
のষの֤અにその内༰をೖれࠐむํがదであ
ΖうとߟえているとこΖである．
　このことを進めれ，「แׅత基本権及びੜ
໋・ମతࣗ༝」も「แׅత基本権」と「ੜ໋・
ମతࣗ༝」に分割すきとのিಈにもۦられ
るとこΖではあるが，ݑ法 13 条は྆者Ұମの
権とੜ໋権ٻ，定になͬており，またن
とମతࣗ༝の分化はしいを伴うことで
あり，ষの分割は時期ঘૣな印がある．
　ซͤて，ཧ۶としては，経済త権利として，
経済తࣗ༝権と社会権はষとして合ซすきと
いうことになるであΖうが，ઓ後，社会国Ոの
定がొ場したイϯن法として日本でも社会権ݑ
ύクトは大きく，これを合Ұさͤることには༐
がいる．それは，社会権のࣗ༝権తଆ໘や「教ؾ
ҭを受͚る権利」を学श権を࣠にཧղし，また，

「ࣗ༝権から社会権」というεϩーΨϯに否
定తな当ํ（ղऍ論తઆ໌としては，以上のことは，
แׅత基本権やਫ਼ਆతࣗ༝のとしてղ決すれよ

い）をもͬてしても，ということであΖう．
2　人権の主体
（3）天皇・皇族
　退位の自由　ఱߖ・ߖの人権について，以
લは，「ある」というのが通આかつଟઆで，

「ない」がগઆであͬた．とこΖが，ݱ在，
谷部・ࠤ藤など，「ない」とする有ྗઆもあ
り，తにも༏である．事࣮上，こちらが「४
通આ」（これは，ݑ法 14 条 1 項後ஈྻڍ事༝ݫ格審査
આを，Ѷ部આがこれとはएׯҟなるとしてそう表記し

たように）とでも表記すきものになͬている．
学આはมભする．ݐલ上，ࣽて৯ͬてもমいて
৯ͬてもいい，ということになるഺͩが，それ
をओுする学આがあるわ͚はない．ͩ とすれ，
人権「૯論」として，外国人の人権についても
同͡આ໌はできるのではないͩΖうか（しかも，
外国人の場合，日本がక結した条のൣғ内で国際法
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上も，合ݑなら，国内法上も人権はकられる）．
　とはݴえ，ఱߖ・ߖの人権に関して，۩ମ
తにԿかがҧͩݑとओுされたことはগなく，
Ԟ平߂߁がୀҐのࣗ༝やࠗҽのࣗ༝をਅに
論͡た͙らいしかࢥい出ͤない．౷తには，
ఱߖはୀҐできた（ऴというのも໌治期の「作ら

れた౷」である）．そのํがࣗ༝で，なおかつ，
まるでどこかの会社の会のく，「ݩఱߖ」
の権Җもえた．「日本Ұの大ఱۡ」とݺれ
た後നՏ上ߖのような人もいたわ͚で，কདྷొ
場する上ߖ様がѱさをしない，院政をෑかない
という保ূはない．無論，平成の期に制定さ
れた法はಛྫ法であるが，Ұೝめれ，ઌ
ྫとして，後の代はμϝͩとはݴいい．
4　人権の適用範囲
（1）特別権力関係
　絶対王政　ಛผ権ྗ関係論については，ઈର
Ԧ政่յのྺ࢙から正当化されてきたײがあ
る．ઈରԦ政がҡ࣋できなくなると，໊望Ոた
ちが集ͬて議員となり，立法権をୣͬていͬた．
法権をୣͬて࢘，は法集ஂがやͬてきてࠓ
いͬた．ͬた部分，ಛにઈରԦ政に必ਢとさ
れる常උ܉と྅はࢧを完ᘳに及΅したい
をഉআするཧ۶ڹ法権のӨ࢘ओは，立法権と܅
を編み出し，それがಛผ権ྗ関係論ͩというわ
͚である．これをਅにやͬていたのが，れ
てきたυイπఇ国で，後進国であるがΏえに科
学ٕज़の発లも大で，大学（ͩからυイπの大

学は基本తに国立なのである）にもそれを及΅し，
Ұํで「大学のࣗ治」をެతにೝめた，という
である．このઆ໌は，「行政」の定ٛについ
ての行政・߇আઆにもそͬくりわれる．
　日本国ݑ法が，ઈରԦ政่れで，ํなく，
こうなͬているとࣗنݾ定しているഺもなく，
，の学としてはઆ໌がϥフであΖう．またൣن
この議論は，໌ 治ݑ法にυイπから直༌ೖされ，
当વのようにઆ໌されてきたが，ઓ後の基本త
人権保োを要とする日本国ݑ法のղऍཧ論と
してଥ当ͩͬたかは，ੂ

㆙㆓ㆶ

るٙであͬた．「ݑ
法はมわͬても行政法はมわらない．行政法が

มわͬても行政࣮務はมわらない」という法
てきͬをূ໌するようにこのཧ論は（ʁ）ݵ
たのであり，それにԡされて，また，ઓલにެ
法学を学Μͩੈ代からのঝにより，修正され
て，「ಛผなެ法関係のཧ論」としてੜきͬ
てきたものである．これをどΜどΜݸผ۩ମత
にଥ当なஅを，とϚイルυなରԠを܁り返し
てい͚，౷Ұしたཧ論ではなくなるのは必定
であͬて，そΖそΖण໋もਚき果てるのではな
いか，というのがච者の༧ݴである．
　「よど号」ハイジャック記事抹消事件（࠷大

ত 58・6・22 ຽ集 37 巻 5 号 793 頁）　ੲはඈ行機が
貴ॏで，Ұ機Ұ機に໊લがいていた．ࠓでは，

「機ࡐ」などと機ցతにݺͿようになͬてしまͬ
たが，མ事ނとしても号，Μͩい号な
どは記Աされている．よど号も日本ۭߤのཱྀ٬
機の໊લで，1970 年 3 月，౦ژからԬඈ
び立ͬたとこΖで，աܹにͬऔられ，ே
行きを要ٻされた．ιルのۚӜۭߓを平
とِͬてணしたがࣦഊし，࠷ऴతには平
ඈΜで，൜人らは໋した．ࢁଜ৽治運༌事
務࣍がҰ部٬の代わりとなり，後に「உ
やましΜ」とݺれた．൜人たちが発した「զʑ
はあしたのジϣーである」も有໊．Ԭのҩ学
会に行く༧定の日原ॏ໌も٬であͬた．日
原はここをੜきൈき，ߚനՎ合ઓの審査員
として「Ϛπケϯサϯόᶘ」にѦવとしつつ，
100 ．を超えてੜきたࡀ
　猿払事件（࠷大ত 49・11・6 集ܐ 28 巻 9 号 393

頁）　ւಓのஓ内のۙく，Ԑଜの༣ศ局を
台とする事݅である．פଜにॅむ人にとͬて，

「ํ日のؙ」の༣ศ局員は҆定した৬ۀであ
り，ରするړຽはශしかͬた．そΜな時代の，
Ұつͩͬたのࠓはײ࿑組合の政治活ಈに共ެ
ではあるまいか．
　Ұ審（Ѵত 43・3・25 下ܐ集 10 巻 3 号 293

頁）は，機ցతۀ務しか行わないެ務員に政治
活ಈࢭېのن制をしてもҙຯがないとして，ద
用ҧݑで無ࡑをݴいしており，ݑ法学քのධ
はࡋߴ࠷決よりդવߴい．֬かに，ࣗຽౘ
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りの༣ศدとか，社会ౘํりの༣ศୡのد
ஷۚの受ํとか，ましてや，共࢈ౘدりのか
ΜΆのചりํというのはあるまい．ݑ法ཧ論త
にはҰ審のํがےが通ͬている．たͩ，༣ศ局
がؙ͝と૯ධҰ৭になͬたとき，ߴ経済成
期のଜ人のӨڹがશくないともݴいい．
　とこΖが，ݱ在，Ԑଜはൕ立のཆ৩で大
ม५ͬている．ౙ場はόεを連Ͷてࡳຈあたり
にཹするのͩそうで，要するに大มかͬて
いるそうである．ରして，༣ศ局は，খઘ७Ұ
のҰຕ൘「༣政ຽ営化」でຽ営化された．
それ以લに，தીࠜ行ֵをڥにެ࿑組合のऑ
ମ化はݦ著になͬた．ଜでは，΄΅୭も，༣ศ
局員をતましい事ͩとはࢥわなくなͬた．国
మఱઢのઢ࿏も，もうない．このઌに，ງӽ
事݅（࠷平 24・12・7 集ܐ 66 巻 12 号 1337 頁） が
ある．この事݅でのެ務員は組৫తな組合活ಈ
のጪがなく，ฉかな͚れඃࠂ人がެ務員で
あることはわからないঢ়گで，なおかつ，ެ
࿑組合もऑମ化し，ଚຽ൰の෩ைもബれ，ެ
務員がそうͬݴているからͩからどうしたとい
う時代になͬていることもあͬての無ࡑ決な
のͩとࢥわれる．
　寺西判事補事件（࠷大決平 10・12・1 ຽ集 52 巻 9

号 1761 頁）　ެ務員の表ݱのࣗ༝に関する事݅
ͩが，そのެ務員がࡋͬͩたという事Ҋで
ある．ࡋͩからҧう，というཧ۶をೝめて
いくと，ಛผ権ྗ関係論は࣍第にࡉ分化されて
．後は༹͚てなくなるであΖう࠷
　この決定でڵຯਂいのは，10 ର 5 のஅͩ
が，ଟҙݟが，ࡋݕ，，行政とい
う「」の出者でߏ成されているのにରし，
のݟに，ରҙٯ 5 ࢲ士とޢがશ員，หࡋ
立大学教तྺのある研究者という「ຽؒ」でߏ
成されているということͩΖう．政治తத立
ੑとはԿか，ということが，とຽではҟなる
のであΖう．ެ務員（国立大学の教員の大はそう

ではない͚れど）は，৬にண͚，ࣗ分のҙݟ
を発することをやめ，ీに֯無৭ಁ໌になり，
上ҙ下ୡのੈքでੜきていくのを常としてき

た．それにపするのが൴らのࢥうத立なのであ
Ζう．これにରし，ຽؒ人は，ݸ人がいΖいΖ
ҙݟをͬݴて，その平ۉやϕクトルの૯に
よͬてத立が出དྷ上がるという֮ײなのでは
ないͩΖうか．そのことが，法をいͩ時
での事ิのࣗ༝な発ݴをڐすかどうかのஅ
に，図らずもөしたという印である．
　部分社会の法理　ݑ法のतۀにొ場する，
ଟの法ཧ論で，།ҰのものとͬݴていいであΖ
う，日本のࡋॴが作り出したྫ法ཧである．
ాதߞଠࡋߴ࠷のओுであるとされ，ੈ
ք法があり，国ՈγεςϜの下では国Ո法があ
るように，શମと部分の関係は以下同文でܨ
がͬていくというである．このため，国Ո法
の下には，無論，ํެ共ஂମに条ྫがある΄
か，学ߍにはߍ則があり，クϥϒ活ಈにもઌഐ
から受͚ܧがれたෆ文があり，そのまたҰ部
には，表に出ͤない「おଋ」があるというこ
とになͬていく．
　しかし，このཧ۶では，どΜな「法」であͬ
てもଚॏͤͶならないことになる．ؾݎでな
いੈքにもഌでݻめたルールはあΖうが，ࡋ
ॴがଚॏするのͩΖうか．そして，これは，ධ
のよくない，ಛผ権ྗ関係論をຽؒにも֦ு
する͚ͩのものͩ，という൷がある．そのҙ
ຯでは，「࢘法権」のষでհするのがηΦϦー
ͩが，人権૯論かݑ法૯論でऔり上͛るき論
なのかもしれない．
໊，もࡋߴ࠷　 ு市議会事 平࠷݅） 31ŋ2ŋ14 ຽ集

73 巻 2 号 123 頁）で，議会内の議員のॲ分をೝ༰
するஅを，そのཧ༝͚からݟるとํ議会
のࣗをࠜڌにしていたのであるが，ઌྫとし
てҾいたのがࢁଜ議会事݅（࠷大ত 35・10・

19 ຽ集 14 巻 12 号 2633 頁）であͬたので，おかし
いとॏ要ྫղઆで൷したとこΖ，ཌ年の
大ྩ࠷）প市議会事݅ؠ 2・11・25 ຽ集 74 巻 8 号

2229 頁）において，ઌྫมߋがなされた．খさ
くΨッπϙーズである．これで，部分社会の法
ཧはྫ法ཧからফえた．
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（2）憲法の私人間効力
　社会的権力　2022 年 12 月 11 日，ຽؒӉ
ધの打上͛がॳめて成ޭしたというχϡーεが
ྲྀれた．Ӊ開発は国ՈϓϩジΣクトのయܕで
あͬたが，この分も当વ・ࣗಈతに国Ոಠ
というわ͚ではなくなͬた．以લから，ଟ国੶
を྇نࢉや༧࢈は，খさな国の資࢈の資ۀا
կしており，「権ྗ」がԦ様͚ͩではないにͤ
よ国Ո͚ͩを指す時代はͬڈた．
　とはݴえ，ݑ法は，ݑ法制定権ྗが社会ܖ
によͬて国Ո（政府）を作ͬたもので，そうで
あれ，ڊ大ۀا・組৫とはいえ，ຽؒのそれ
を直റることは，原ཧ原則からはઆ໌しづら
い．また，こういͬた原ཧ原則に関わることが，
人権のछྨによͬてҟなる（ྫえ，ౕྴత߆ଋ
からのࣗ༝は直ޮྗを有するが，ࢀ政権は無ޮྗͩ，

など）というのもҰ؏しない．ۙ年の有ྗ学આ
は，以લのݴいํでݴえؒޮྗઆでҰ؏さ
ͤようというにあり，そのઆ໌のํで
૪ͬてきているというঢ়گにある．߆ଋする૬
खはあくまでも法ྩと（ࡋॴを含む）ެత機関
であり，ࢲ法のҰൠ条項もྫ外ではないとすれ
ૉ直にઆ໌できる，というのがࣗઆである．
　この結果，社会త権ྗ֓೦はಛにࣗઆでは必
要ないことになる．しかし，ݑ法学આのଟくは，
৽ؒޮྗઆに分ྨできるઆであͬても，どう
してもڊ大ۀاをݑ法ཧ論として۶さͤてお
かͶならないとࢥうらしい．果たしてݑ法論
のकඋൣғを超えていないか．そして，࣮は，
直ޮྗઆのಌጦをࣺてきれていないのでは
ないかとࢥえてならない．
　三菱樹脂事件（࠷大ত 48・12・12 ຽ集 27 巻 11

号 1536 頁）　原ࠂは，その後，会社とղして，
子会社の社も務めてੜ֔をऴえた．ࢧԉ者は，
ઓͩͬたが，本人は本߅にରするపఈۀاൊࡒ
採用してくれれいいわ͚で，運ಈମとしての
有利に決ணさͤࠂもしい．この決を原ࡋ
るため，学ք・法ք・࿑ಇքでり上がͬた
のがࢲ人ؒޮྗ論ͩとͬݴてもաݴではなく，
ଟくの研究者はಁݞかしを۬ͬた．また，Ѷ部

通આがいいとこऔりの学આを提ࣔしたことで，
ཧ論తにも੩化した．
　そもそも，この事݅で，大学ੜڠのཧ事をし
ているとࠨの運ಈՈͩとࢥわれるというとこ
Ζは，ݱ在では࣮ײがないであΖう．学Ԃฆ૪
時代はそうであり，ੜڠはֵ৽ܥで，ళ֗は
ࣗຽౘの集ථϚγϯであͬた．
　日産自動車事件（࠷ত56・3・24ຽ集35巻 2号

300頁）　ࡋߴ࠷をಈかすことがあまりなかͬた
人ؒޮྗ関連の事݅のதで，ًかしい「ઓ果」ࢲ
を͛ڍた事ྫである．その後，ࡋߴ࠷がݑ法を
Ҿき合いに，ެংྑଏҧをࣔしたྫは，ੑ
ࠩผのものがඇ常にଟい．この時代，常ࣝとさ
れていた 5 程の定年年ྸのҧいもμϝとࠩࡀ
されたイϯύクトはڧかͬた．ੲのۀاは，ঁ
ੑは 20 代で結ࠗୀ৬するものという常ࣝを
өした社則がଟくあり，ॱ࣍௵され，ఱԦࢁが
この決である．
　とこΖで，࿑ಇྫは໊ۀاがいているこ
とが普通であり，፠

㆓㆘

れるといくつもの同໊の事
݅がฒͿݥةがある．「日ࣗ࢈ಈं事݅」もҰ
つではない．これにରし，ݑ法ྫの໊͚ํ
にはಛผな決まりがない．ͩΜͩΜ，当事者໊
を͚る（ே日ૌুなど）のは，有໊人以外はጨ
られるようになͬている．また，໊がくの
は大きな事͚݅ͩという҉の了ղがあるので
はないか．ւಓ࠭市でੜ͡た政教分事݅
のように，طに「࠭事݅」（࠷大ত 34・12ŋ16

集ܐ 13 巻 13 号 3225 頁）が存在するので，ਆ社の
໊લを採ͬて「ۭ知ଠૌু」（࠷大平 22・1・20

ຽ集 64 巻 1 号 1 頁）というのがҰൠ化した．

第 7章　包括的基本権及び生命・身体的自由
1　幸福追求権
（1）憲法 13 条の権利性
　パターナリズム　ݩのҙຯは，Ո制の下
で，Ոがશ権をѲり，他の者は，൴のࢥう

「おલのためͩ」に従う在りํのことで，ݱ在
ではҰൠに，当人のために当人の人権やબ択を
制限することやそういͬたߟえํを指す．法
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学ではいΖいΖ議論があるとこΖであるが，他
者加をېずるのが「ެ共のࢱ」ͩとߟえが
ちなݑ法学では，それは権ྗによる人権制の
な「務ٛޢ国Ո保」にされがちであり（ͩからڌࠜ

どという語۟はいたくないのである），গなくとも
大人の権利制限のࠜڌとしてはෆ人ؾであͬた．
　たͩ，ଟくの人は，Ϗルの上からඈび߱り
ようとしている人をܯが֬保することを，ࣗ
తに制限したݑ決定権をҧݾをする大なࣗࡴ
ものͩ，とはݴわないであΖう．ϚϤネーズの
औա͗をҩࢣがࢭめることも同͡である．また，
日本国ݑ法は社会権ن定を有するࢱ国Ոݑ法
である．ύターφϦズϜをશ໘否定するものと
はࢥえない．他ํ，ᘉత表نݱ制のཧ༝とし
て，国ຽがੑతにତམするのを્ࢭするのͩと
いうࠜڌは人ؾがない．そうなると，人権のछ
ྨか࢘法審査基४によͬてҟなるのか．ඃࠂ人
がした上ૌऔ下͛をหޢ人がऔりফしてよいも
のか．ٯに，どうにもࡋやࡋ員に৺ূの
ѱいओுをしたいඃࠂ人をหޢ人がࢭめてよい
ものか．ܐ事खଓ上の人権は࢘法審査基४もߴ
にࢥうのが普通ͩとࢥうが，ਫ਼ਆతࣗ༝のن
制場໘ともҟなり，また，そのதでも場໘によͬ
てҟなる印もある．しい．
（3）自己決定権
　中絶の自由　日本では，経済తཧ༝によるத
ઈがଟなされているので，ཧղがしいが，
ΞϝϦΧでは 1973 年に連ࡋߴ࠷がそれをݑ
法上の権利とೝめて以དྷ，このঁੑの権利をक
ΖうとするϦϕϥルと，これを෴そうとする
फ教保कとの߈がଓいた．2022 年，連
はઌྫを෴した．これに発したϦϕϥࡋߴ࠷
ルが，同年のதؒબڍでは༩ౘຽओౘを大ഊ
さͤなかͬたとݴわれる．このは大౷領બ
での大૪でありଓ͚ている．こڍதؒબ，ڍ
のৡれないઓいは，そのまま౦のւ؛部のϦ
ϕϥルと，த部・ೆ部のफ教保कという
分அとなͬてଓいている．
　༨ஊであるが，保कのۚ౬であͬたς
Ωサεभは，࣍第に *5 ，などが૿えておりۀا

その分，౦のւ؛部からの人ྲྀޱೖがଓいて
いる．このため，࣍第に大౷領બڍのઓभに
なͬてきている．このまま，ຽओౘのڧいभ（ϒ

ルー・εςイト）になるՄੑもある．結果，ݱ在，
શถののܐࢮをࣥ行している同भでܐࢮが
ഇࢭຢはఀࢭとなるՄੑがੜずる．そうなる
と，ΞϝϦΧはܐࢮ存ஔभがكとなり，ઌ進国
のதで日本がුき上がͬた存在になるՄੑが
ある．国際ัܵでもそうであͬたが，ଟ
に無となるڪれもあり，Ҽ果は८り，ςΩサ
εभについてはμルϏッγϡ投ख以外にも日本
人がすき事項はଟいのである．
　丸刈り裁判（۽本ত 60・11・13 行集 36 巻

11�12 号 1875 頁）　ࠓでは，த学ੜஉ子のؙמり
則のҰつであるというೝߍ則など，ϒϥックߍ
ࣝがݻまͬているであΖうし，そもそもެ立学
でこのように決めるのは（உঁとも，と決めるߍ

法ݑ，をআいては）ੑࠩผߍಛな学ح 14 条ҧの
ٙいがೱいものであΖう．しかし，この決が
出された 1985 年当時，ච者は法学部の同ڃੜ
のؒで，この決のੋඇを८ͬて結ߏなܹ論に
なͬたのを記Աしている．ؙמりになͬて「大
人の֊ஈを上ͬた」とܹײした，というҙݟも
あͬた．また，ਆށ市がҙ外にもؙמりڧ制ͩͬ
たようで，ҧײはない，というײもよくฉ
いた．ߍߴがࢲ立のஉ子ߍで，ؙמりͩͬたと
いう者もいた．そういう経ݧのないච者には，
代અࢄりはन人扱い，もしくはශՈのמؙ
のखஈという֮ײなのである．そうݴえ，
ԕӭを;Μでやる（உ子のみ．೦のため）学ߍ
もある．政教分についてもよく論૪になͬた
が，結局は，Կが普通，当વか，というとこΖ
にࠨӈされ，なかなか修正がきかないものであ
る．ͩから，ではないのͩが，ଟ者の常ࣝに
されқいதؒ審査基४のकඋൣғを֦͛るࢧ
ཧ論ߏ成には，ಛにগ者の人権をकれないと
いう؍から，ରである．
（4）名誉権・プライバシー権
　江沢民講演会名簿提出事件（࠷平 15・9・12

ຽ集 57 巻 8 号 973 頁）　Կがϓϥイόγーなの
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か．ੲ，ॅॴはそれ΄どϓϥイόγーではなかͬ
た．ి৴பにॅॴがॻいてあり，表ࡳもֻかͬ
ていた．当時，分ްくて，語ੑもなくたͩ
ใが٧まͬているྫえとして「ిா」という
定ిで，日本ిݻ，いํがあͬた．ి（当વݴ
৴ిެ社とܖ．ߴいおۚを出して「株」をങう必

要があͬた）をͬ࣋ているՈは，ॅॴと共にશ部
載ͬていた．لੈࠓॳ಄まで，6 つか 7 つの法
学会共通໊が，学会に行くとຖ年ചͬていて，
ൈ刷をૹるのにͬていた．しかし，あるとき
からചらなくなͬた．それどこΖか，ੲのອը
誌には，ອըՈのॅॴがϖージの۱ͬこではࡶ
あるがಊʑと載ͬていた．「ʓʓઌੜにおखࢴ
をॻこうʂ」などという文字もあͬて，トΩワ
から出てାઢԊઢにॅΜでいます，と
いう様૬のॅॴがฒΜでいた．தには，おま
でਘͶて行ͬてサイϯをう者（子ども͚ͩど）

までいて，ࠒࠓになͬて「開運ʂなΜでもؑ定
ஂ」あたりにそれが出てくるわ͚である．この
決では，そういͬた֮ײがૣ࠷աڈのもので
あることがղる．
　指紋押捺拒否事件（࠷平 7・12・15 集ܐ 49 巻

10 号 842 頁）　তもऴわるࠒ，౦ྫྷઓ期
のࠒに在日外国人の指ԡೀがԌ上した．
在ཹ外国人は，外国人ొਃが必要であるが，
当時，その際に，指શ໘，ଈち，न人ฒみに
指をऔられることと，ొূ໌ॻを常時ܞଳ
しな͚れならなかͬたことが人権とされ
たのである．ࡋߴ࠷は，ϓϥイόγー৵のة
及しつつも，結局のとこΖ，このાஔݴにੑݥ
を合ݑとしたのであるが，より؆қな指採औ
にมߋされ，एׯではあΖうが，৺ཧతෛ୲は
たとされた．それでも，日本国ຽとはҟなͬݮ
るΨイジϯはཧのରなのであͬた．
　とこΖが，2001 年に 9.11 同時ଟ発ςϩがੜ
͡ると，ΞϝϦΧはೖ国ཧをݫしくし，ߤ
に際しては指ೝূを原則必要とするように
なͬた．日本も従した．この結果，ࣗ分がࣗ
分であることをࣔすために指を出すことはҰ
ൠ化した．それどこΖか，指や࠼をొし

ないと，Ϛϯγϣϯのݰ関が開かないとか，ࣗ
分の༬ۚがおΖͤないということになͬてお
り，ϓϥイόγーのൣғが࣮֬にม化してし
まͬた．إೝূもある．
，とこΖが，なのͩが，2022࠶　 年ळ，ච
者のऔҾઌۜ行からखࢴがདྷて，༬ۚをおΖし
たり定期༬ۚを作ͬたりする際などに必要ͩͬ
たखのͻらೝূをやめる，と通ࠂしてきたので
ある．どうやら，खのͻらೝূでݸ人のಛ定を
完શにできなかͬたのではないか．いいূڌに，
҉ূ番号の打ࠐみはずͬと必要であͬた．࠷後
は，のໟを 1 本出して %/A ؑ定でもするの
ͩΖうか．のໟがશくなくなͬたらどうする
のͩΖうか．ࢲはࣗ分の༬ۚ，5000 ԁ΄どお
Ζしたい͚ͩなのͩが（ۜ行にとͬてआۚͩΖう．
՛子ંͬ࣋てお返しにࢀ上すきではないのか．औ

えず，҆いۚ利をなΜとかしてཉしい）．
　ノンフィクション『逆転』事件（࠷平 6・2・

8 ຽ集 48 巻 2 号 149 頁）　ҏࠤઍਘ の খઆ．ถ
領下のԭೄで，ถฌのইகࢮで日本人が有
はそこでജ審員のҰ人であͬࠤとなͬた事Ҋ（ҏࡑ

た）をॻいたもので，ඃࠂ人が໊࣮ͩͬたため，
その後，ԭೄをれて平Ժにらしていたݩඃ
ܐをૌえた．ถ領下，ෆ当にॏいࠤ人がҏࠂ
がએࠂされ，ةうくͬͩܐࢮたという事Ҋであ
り，֬かに，本土で同様の事݅がੜ͡ても，औ
り上͛られなかͬたであΖう．
　ҏࠤはജ審員として，ඃࠂ人がॏいܐേが及
Ϳことを્ࢭしたことから，ജ審制の利を
ૌえる࣋ؾちでこのখઆをެ表したようであ
る．また，ࡋ記はެ知のものであるので，
ΞϝϦΧでも໊࣮ใಓが当વという֮ͬͩײた
ようͩ．ऍ์され，時ؒが経աすると，よ΄
どの有໊事Ҋ，有໊人でない限り，લ科には৮
れるきでないとされる日本社会の常ࣝに৮
し，ҏࠤのഊૌとなͬた．
　とこΖで，ҏࠤのਅ໘なࣥචҙ図である，
ജ審制のհというҙ図は本土ଆのଟくの人に
わͬたͩΖうか．ۙ࠷知ͬたことであるが，
ถ領下なのͩから，教ҭ委員会のެબもく
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行われていた．そういͬたことのϝϦット・デ
ϝϦットは研究されたのͩΖうか．ԭೄの人た
ちは，۶ৱతな領下の時代を語りたくないの
であΖうが，英ถ法と大法がࠞ在する本土と
はҟなる，ΞϝϦΧ法の「ܧ受」の貴ॏな結果
が分ੳされていないことは，೦でもある．
（5）一般的手続的権利
　成田新法事件（࠷大平 4・7・1 ຽ集 46 巻 5 号

437 頁）　成ా৽法とݺれている法は，「৽
౦ژ国際ۭߓの҆શ֬保に関するٸۓાஔ法」
として制定された（ݱ・成ా国際ۭߓの҆શ֬保に

関するٸۓાஔ法）．Ҿ༲͛でやͬと得た土を
Ԋ؛は内のւߓʑ，৽ۭݩ）用にऔられるߓۭ
いにܭըされたが，ٸస直下，成ాに決まͬたことも

あͬて）ຽがそれに߅し，աܹ学ੜの加
も得て，ඈ行ルートをअຐするようにమౝを
立てるなど，ର運ಈはܹ化していた．政府は
これにର߅するため，この法を制定し，運ಈ
を੩化さͤ，৽たな国際ۭߓを開ߓさͤるこ
とに༂ىとなͬた．ର運ಈଆは，開ߓલの
制ౝなどにཚೖしてഁյ活ಈを行ͬたため，開
がれる事ଶとなͬた．そこで，要は，మౝߓ
をすための法を作ͬた．そして，2023 年
にも࣮際にమౝをしている．
　こういͬた法は，ಛ定の市ொଜにద用され
るのͩからݑ法 95 条により，制定には当該
ํެ共ஂମでॅຽ投ථを行う必要があるのでは
ないか．ऴઓ直後は，これに該当するํࣗ治
ಛผ法がଟく作られたのであるが，ॅຽ投ථ
のϋーυルは，立法するଆにとͬてはোであ
る．そこで，よりҰൠత文ݴにして，ܗ式తに
はそのํެ共ஂମ͚ͩにద用されるわ͚では
ないことにすれॅຽ投ථは必要ないというこ
とにؾくことになり，このखଓで立法される
ྫは΄΅օ無となͬた．ݑ法 95 条はۭ文化さ
れた．成ా৽法も，そのようなわ͚でํࣗ治
ಛผ法ではない．
　成ాۭߓは，そういͬたݐઃ時の経Ңから，
（౦成ాӺ・ݱ）Ӻߓॳの成ాۭ࠷，ॏでݫඋがܯ

からόεをわないとۭߓにೖれなかͬた．ࠓ

や౦ژからεΧイϥイφーで 36 分，といͬて
も日ཬͩが，そのણҡ֗にਅͬઌに行く外国
人もଟいとか．他ํ，Ӌాۭߓもԭ合に֦ுし
て国際ۭߓ化しており（どΜどΜ֦ுすると૯

ౡまでୡするとかʁ），成ాはҙຯがあͬたのかと
いうਏなҙݟもある．
3　刑事手続上の生命・身体的自由
（1）総　説
　糺問主義　人がࣗら査し，ࣗらࡋくߏ
を有するもの，ݕとࡋがະ分のもの
はឮओٛߏである．「ԕࢁのۚさΜ」は
ொไ行がࣗら「༡び人のۚさΜ」とশして査
を行い，൜人をલにࡩਧઇの੨をͤݟて立ち
り，おനऱでγϥをる下ख人のલでยഽをڈ
いで，ࣗらがূ人であることをࣔし，ܐۃを
てղݟإ．いすというίϯトになͬていたݴ
らないものが੨ݟてղるഺがない，という
Ϗートた͚しࢯの指ఠはదである．同様に，

「ਫށԫ」は他のൡで平વとなされるឮओ
ٛのίϯトである．
をୟいたص事がܐ，代ܶはϚγかというとݱ　
り，どやしつ͚たりという「ଠཅに΄えΖʂ」
も大いなるద正खଓҧで，ͬޡたܐ事खଓを
から࣍，であͬた．それにࡐに教える教ܯ
ભされࠨ事が२৬しても，ॺがܐとएख࣍
ないのはٙであͬた．
　第三者所有物没収事件（࠷大ত 37・11・28 ܐ

集 16 巻�11 号 1593 頁）　この決のੑ格について
は૪いがある．この決が関੫法 118 条 1 項を
，法ҧとしたとすれ，よく知られたようなݑ
ଚ属ࡴ人ࡑҧݑ決（࠷大ত 48・4・4 集ܐ 27 巻

3 号 265 頁）がࡋߴ࠷ॳの法ྩҧݑ決という常
ࣝは෴る．もし，これは，同法を本事Ҋにద用
する限りでҧͩݑとしたものとղすれ，ద用
ҧݑ決ͩということになるが，日本のࡋߴ࠷
はద用ҧݑ決を出したྫがないとされ，し
し，ݑ法அにおいてࣗらをݑ法ࡋॴと৺
得ҧいしているとᎏ᎐される．そこで，こういͬ
たॲ分については，法ྩҧݑ・ద用ҧݑの区ผ
はదではなく，そのॲ分をҧݑとしたのͩと
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いうॲ分ҧ֓ݑ೦が提এされた．しかし，当該
事Ҋのղ決を第Ұٛとする通常࢘法ࡋॴのݑ
法அは，ݑ法ҧのࣔとしても，当該事
Ҋのద用をҧݑとするのがまずは第Ұาであ
り，それを超えていかなるద用もҧݑとなるか，
権利のੑ࣭上，ҧݑのժをఠむ必要がある場合
が法ྩҧݑなのであͬて，それ以外があるもの
ͩΖうかというٙがある．この事Ҋであͬて
も，গなくとも本݅ద用はҧݑとߟえたのͩと
はࢥえるが，それを超えて当該条文のద用をお
よそશҬでҧݑとߟえたかどちらかである．国
やํެ共ஂମの政教分事ҧのケーεをߟ
えても，この事Ҋをҧݑとߟえるか，それを超
えてҰవまりのケーεをଋにしてҧݑとߟえ
る，ଈち，あるछの行ҝを͡ېる立法のෆ作ҝ
が法ྩҧݑとߟえるきで，ॲ分ҧݑという֓
೦は必要ないのではないか，ともࢥえる．
　ؓٳ．第ࡾ者ॴ有ऩ事݅決はどの
タイϓのݑ法அなのか．ಾはਂまるかりͩ
が，当時は法ྩҧݑとద用ҧݑの区ผなど，ཧ
ղがなく，そのೝࣝもないままに下された決
ͩͬた，というのがਅ૬なのかもしれない．
　ミランダ告知　ΞϝϦΧのܐ事υϥϚでは，
事ܐ，や，ୁัのときに必ず出てくるものでࠓ
は定式化したものを読み上͛る．ൈ͚མちると
ద正खଓҧで，その後のࣗനなどがҧ法ऩ集
事ίϩܐ」．があるからであるݥةとなるڌূ
ϯϘ」γϦーズでもそうであͬた．
で，ファϯҰԡしなのが「ผ「事ίϩϯϘܐ」　
れのワイϯ」というΤϐιーυである．ワイϯ
のઐՈが友人をࡴす．ݤとなるのは，൴の
ཧしているワイϯのຯがඍົにྼ化しているの
ͩが，そのことはςイεςΟϯάの໊人である
൴にしかわからない．そのことをಥいて，ίϩ
ϯϘはࣗനにいࠐむ．大มݟ事な推ཧなので
あるが，ؾになるのは，ূڌは本人のূ͚ͩݴ
ͩΖうし，ূڌについても本人のಛघٕがな
͚れؑ定できないもののようなので，果たし
てެのҡ࣋ができたのか，というである．
下మはどこからೖれたか（� य़日ٿࡾ・র代）

のϨϕルで，ؾになͬてもれない．
4　平等権
（1）平等の理念
　学生無年金障碍者訴訟（࠷平 19・9・28 ຽ集

61 巻 6 号 2345 頁）　ੜདྷのࠩผの事Ҋではない
ので，合ཧੑの基४がଥ当することになるであ
Ζうが，ҧݑのٙいがೱいようにࢥえる事Ҋで
ある．当事者がもしະ成年（当時，20 ͩ（ະຬࡀ ͬ
たら，ੜདྷのো֕者であͬたら，学ੜではなく
にサϥϦーϚϯとしてްੜ年ۚに加ೖしていط
たら，あるいはその࠺として第 3 号加ೖ者で
あͬたら，もうগし後のੈ代でڧ制加ೖͩͬた
ら，そして，ؾいて国ຽ年ۚに任ҙ加ೖして
いたらえたであΖうো基ૅ年ۚがੜ֔得ら
れなかͬたことは，पลのあらΏる事とൺֱ
してࠅなऔ扱いであるようにࢥえてならなかͬ
た．つまり，合ཧੑの基४は無審査をҙຯする
ものではなく，زつものઢҾきのؒにམちたよ
うなケーεでは，ෆ合ཧなࠩผとೝࣝしてよい
ようにࢥえるものである．
　これにରし，ۙ年，ίϩφՒでのڅۚがੑ
෩ଏをআ外したケーεは，୯Ұの基४で৬छに
よりҰઢをҾいたものであり，ੜདྷのࠩผの事
Ҋとはݴいい事Ҋで，ෆ合ཧなࠩผとݴうの
はしいであΖう．৬ࠩۀผのҙ図がݟえる，
とするίϝϯトが同ۀ者から結ߏあͬたのであ
るが，これをٹ済しようとすれ，平等権の
அ基४は「合ཧੑ」の基४とઌ返りしてし
まうであΖう（それがൺྫ原則なのかʁ）．同は
得なくともཧ論తに͙ず͙ずにすることは͡ې
Կなものか．なら，Ұの基४によるٹශ
政ࡦをٻめるきではなかΖうか．
　積極的差別是正策（ΞファーϚςΟϰ・Ξクγϣ

ϯ，ϙジςΟϰ・Ξクγϣϯ）　ݩʑは，ΞϝϦΧ
で࢝まͬたࠇ人༏۰ࡦである．ౕྴղ์એݴで
ղ์されたೆ部のࠇ人たちは，結局，そのҰ
つで場から์り出されることになる．ශで
ある．ශͩと学ߍにまともに行͚ない．そう
するとおۚのՔ͛る事にब͚ない．やはり
ශである．その子もශである．これがଓい
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ていく．これをஅちるには，ೖ学ݧࢼやब৬
のதڥなࠅで，やや成がྼͬても，աݧࢼ
でそれなりに༏लなࠇ人を༏ઌతに合格さͤて
はどうか，というようなܗでੜまれた制であ
る．ΞϝϦΧではҰൠにΞファーϚςΟϰ・Ξ
クγϣϯという．
　とこΖが，この結果，ྫえ，ೖࢼで，ࠇ人
の合格ϥイϯよりߴ得のന人உੑがෆ合格に
なる．൴が人छࠩผओٛ者であれ，Ҽ果Ԡใ
ͩとݴいたいとこΖであるが，そうでなくても
そうなる．このことは，人छに基づくࠩผでは
ないか．1978 年，連ࡋߴ࠷は，ଟ様ੑの֬
保のためというతはదͩとしつつ，ॳめか
らҰ定の人のϚイϊϦςΟを合格さͤるとい
うクΥータはखஈとしてෆదͩとࣔした．
ୠし，࢘法審査基४についてはࡋのա
をߏ成できず，そのはઌྫとならなかͬた．
その後，૯͡て保क化にあͬた連ࡋߴ࠷
は，ੵۃతࠩผੋ正とͬݴても人छࠩผにはҧ
いないので，࢘法審査基४はݫ格審査がଥ当す
るとし（ୠし，従དྷߟえられてきたような，この基४
の下では΄΅Կをやͬてもҧݑという「க໋త」なも

のではないともड़た），基本తにݫしい࢟を採
るようになͬた．
　これにରして，E6 諸国でのੵۃతࠩผੋ正
のରはओにঁੑであり，ಛに，உঁ平等のઌ
進国であるԤ諸国がϊルΣーをআいて加ೖ
するとこの議論をϦーυし，基本తには，શく
の機ցతなクΥータ以外のそれをੋとするよう
になͬた．ϤーϩッύではҰൠにϙジςΟϰ・
Ξクγϣϯという．
　日本でのはओにঁੑのҐ上のれで
ある．国際機関からも，議員のやཧ৬の
がগなա͗ると指ఠされている．そこで，ۙ 時，
֤ॴでੵۃతࠩผੋ正が打ち上͛られている．
大学においても，ཧܥをத৺に「ঁੑのみ」募
集がଟくなされ（まさにクΥータ），౦ژ大学
がঁੑ教員のඪを出すにͬࢸた．また，
ΞϝϦΧではࣦഊ，Ϥーϩッύでは成ޭしたと
いうイϝージから，ϙジςΟϰ・Ξクγϣϯと

いう語をうにある．ݱ在，これをੵۃత
にೝめるかどうかがϦϕϥル・人権の౿み
ֆになͬているײがある．
　たͩ，そのۭؾにٯらͬてͩが，ච者はこれ
にはややҟ論がある．ಛにެత機関のクΥータ
は΄΅ҧݑであΖう．
　まず，Ұݟしてੑผによͬてผҟऔ扱いを
行ͬている場合，Կがѱきࠩผで，Կがదな
ࠩผੋ正ࡦかをΞ・ϓϦΦϦにஅずることはで
きない．そうであれ，日本では，ੑࠩผはݑ
法 14 条 1 項後ஈྻڍ事༝のࠩผであり，ݫ格
審査するのがےであΖう．൰ۙなとこΖでは，
ঁੑのΩϟϦΞΞッϓのため，ख़ߟのにઃஔ
されたঁ子大と，ྑݡ࠺教ҭのためのঁ子大
とを，Ұ໌ݟらかにݟ分͚るのはしい．Ծに，
લ者のతがೝめられたとしても，ࠓはそこ
での教ҭからஉੑをഉআするཧ༝はあるのͩΖ
うか．法学部，経済学部，学部ͩとすると，
ೡΖ，その後の社会と同͡く，உঁൺが 1 ର 1
にۙいํがࣗવである．ଟੑݩをྀして，ۃ
なภりはආ͚ることが؊要であΖう．ある法
学部は，以લ，ॿख以上の教員શ員がஉੑͩͬ
たが，これはྲྀੴに会議ମとしてもଟੑݩをଛ
Ͷる．このϨϕルであれ，そのஉଚঁ൰ؾ෩
を১するため，ঁੑ教員のੵۃత採用を進め
ることはଥ当であΖう（ٯに，ۙ時，ใ͡られた，
有ྗࢲ立ҩ大でのஉੑ等の༏۰は，Ծに募集要項で事

લにࣔしたいたとしても，ެংྑଏҧでもͬての΄

かである）．
　クΥータは࠷もઌ進తで，ԤではҰൠతͩ
というओுもあるようであるが，ච者が 1998
年にϊルΣʕとデϯϚークをެ式ௐ査した限
り，そしてެత機関のެ式ݟղをฉいた限りで
は，ެతなそれはないのである．ओな政ౘは，
ൺྫ代表໊にީิ者をஉঁ同で載ͤること
にਚྗしていた．これは任ҙであり，そうでな
い政ౘは人ؾがなくなるからである（Ұ部の保
कతな政ౘのதにはこういͬたことをྀしないとこ

Ζもあͬた）．Ԥ諸国ですら，ެతなクΥータ
はなく，日本でもその合ੑݑはٙわしい．
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తࠩผੋ正ાஔのΞΩϨεᡲは，ੜདྷのۃੵ　
属ੑにより，その時でのྗがྼる人を，༏
れた人をഉして採用し，ߴいҐにब͚ること
にある．国Ո・組৫としてもଛࣦである．ݱ在，
શ国の学科やཧ学科は，30 લ後の༏लࡀ
な研究者をಀしているであΖう（決めている教

त集ஂは，ࣗ分のϙεトにӨڹはない）．また，ࣗ分
がঁੑであることをΞϐールすれ，গない
ྗでそのϙジγϣϯをήットできることにな
る．決して，ੈ࣍代に͚てのదなΩϟϦΞ・
Ϟデルではない．
　もうҰ，ݱ時での日本でੵۃతࠩผੋ正
を行う際，લड़のように，Ұ定のҐにबくঁ
ੑがগないことにͬߜたࡦࢪが行われқいも
ٙである．ݱ在の 40 代・50 代はやͬとۉ等
法ੈ代であり，૯合৬やઐ৬としてόϦόϦ
ಇくঁੑはগであͬた．༏लな人ࡐがՈఉ
にೖͬているケーεもଟい（同૭会でݟたޫܠで

ある）のであるが，その活用はࢹにない．結局，
その組৫の「」のѪを受͚た人をҰ本り
するศ法として，ϙジςΟϰ・Ξクγϣϯとい
うઌ進తな語のϝッΩがなされているというこ
とはないか．ೡΖ日本の後進ੑをࣔすݥةすら
ある．よりࠩผを受͚ている (#5 や人छ・ຽ
等のࠩผੋ正は後回しにされがちになる．
　こののղ決は，本དྷ，ݱ在の 20 代以下
の活༂に委Ͷるきである．そして，子どもの
からࠩผなく扱うことである．委員はஉ子ࠒ
でॻ記はঁ子と決めてかかるなどは論外で，無
論，ઐらঁ子にՈ政学部や文学部をקめること
や，உ子ߍ・ঁ子ߍもやめるきである．༏ल
なଔۀੜがいる学ߍ΄どその改ֵにはܹしく
，にあるが，そちらを์ஔしておきする߅
ෆ平等なڝ૪をさͤておいて，後で௰᧒を合わ
ͤようとすれ，ݑ法論として合ཧతなઆ໌が
かない．1998 年のԤௐ査の際も，デϯϚー
クのঁੑ྅は，ੋ正には 30 年かかるとड़
ていた．͙ٸきͩが，無はすきでない．
　関連して，上場ۀاは，社外औక・学ࣝ経
められているのٻ用がى者・ঁੑのऔకݧ

で，それを 1 人の人に集していることもよく
る．この人は，学会ཧ事・学部・審議会委ݟ
員などをࢁ΄ど兼任していることもଟい．༏ल
な，もしくは著໊なঁੑ研究者の研究のժをఠ
Μでいる．ある大学で，ઌੜ（̖ઌੜ）が「そ
ΖそΖঁੑの学部がཉしい」と，།Ұのࣥ行
部దྸ期のঁੑ教त（̗ઌੜ．研究をଓ͚たいʂ）

に語り，ঁੑ教तがͬࠔたإをする，という
ల開がଓいたので，「え，̖ઌੜ，ੑసされ
るΜですか � ŉ とͬݴて大രসをऔり，この
はҰ୴ऩまͬたことがある．しかし，̗ઌੜは
4 年後にはにಀ͛られなくなͬた．ٯに，そ
れでも৬が大きな，ົ な権ྗ志の人（νϣ

になりたい「さな͗」というらしい）はࠔるが．
　民族　ຽと人छは，日本ではࠞ同されるこ
とがଟい．日ܥΞϝϦΧ人は人छతには౦༸人，
Ϟϯΰϩイυͩが，英語をりすͬかりΞϝϦ
Χ文化のதでҭて，そのうち「ΞϝϦΧ人」
になͬていく，とݴえよいͩΖうか．φγϣ
φル・ΦϦジϯはมわらないのであΖうが．人
छతには，౦༸人は，ೆํܥかํܥかという
ํが大きく（ϥーϝϯも，ࡉ໙ಲࠎとଠ໙ຯをయ

がҧうのͩとか），いわΏる日本ے受のಓܧ，にܕ
人でも，ೄ文ܥかੜܥかというようなҧいの
ํが，国ڥઢよりも大きいというઆをฉいたこ
とがある．
　ΞϝϦΧで大きなとなͬてきたのは人छ
ࠩผのํである．「ࠇ人」もしくは「有৭人छ」
の定ٛとやらはややこしいが，औず，おޓい，
たで大ମղる．そもそも，ۙ年の進化論のݟ
成果によれ，人ྨはΞフϦΧ大を出たとこ
Ζで，まず，Ϟϯΰϩイυが分したらしく，
ന人のొ場はそのずͬと後である．「有৭人छ」
というవめํはੜ学తにదでなく，大ߤւ
時代から大২ຽ時代の࢈であΖう．これに
ରし，ຽは，ݟたではղらない．ਵ分経ͬ
てから，ຽ໊を知ͬて，「在日」のํなΜで
すͶ，ということもある．ઌੜが，ιルの
でてͬきりؖ国人とؒҧえられた，というߓۭ
ことはෆࢥ議ではない（ච者は 32 ੜݧの時，受ࡀ
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とؒҧえられた．これはຽではなく，ಐͩإか

ら）．このため，日本のຽ（及びඃࠩผ部མ

ࠩผ）は，そのϓϥイόγーをくな，と
いうがڧௐされる．人छࠩผղ決ཧ論の
直༌ೖでは，ຽࠩผのղ決にはならない．
5　家族に関する権利
（1）婚姻の自由と家族の保護
　夫婦同氏強制違憲訴訟（࠷大平 27・12・16 ຽ

集 69 巻 8 号 2586 頁）　બ択త夫්ผ は，20 ੈ
，したものͩがݴに法務ল法制審議会が提ل
ະͩに࣮ݱされていない．「બ択త」であͬて
も，ೝめたくないとするकچが，ߴの政治
ྗ学の結果，これを્ࢭしଓ͚ている．ઐ৬
にबいている場合，్தでށ੶໊がมわると結
ることになる．ੲ，国立大学は通শをೝめࠔߏ
なかͬたので，以લॻいた論文との同Ұੑをೝ
知さͤられないݥةもあͬた．หޢ士はࡋॴ
で「إύε」なら 「͵໊લύε」を受͚られず，
࠲ޱが出る．そうでなくても，ۜ行事にো
のॻえなど，໘なことはଟい．それでも，
なのͩから，いかに「ʓʓՈ」にશ໘స属（そ

れも，決まͬてঁੑが）するのが当વという，ಗ
໊のࢥのいかにڧいことか，である．教科ॻ
でも৮れたことであるが，ݱ在の໊ࢯのルール
は໌治期の「作られた౷」である．それま
で，日本人がҰつのࢯ（，බ字）とҰつの໊
でҰੜݺれଓ͚るなどということはなかͬた
のである．Ҽみに，ݩʑ，ࢯは基本తにఱߖが
༩えたもの（ݯ，平，藤原，٦，๛ਉなど），໊字
はࣗらが໊などから໊͚た݂集ஂの໊শ
であͬた（༮໊もないし，ݱ在のຽ法は౷にはԊͬ
ていない．༮໊といえ，「ʓʓؙ」というのはߴ貴な

おํに限られる．お໊લは出しにくいが，あるམ語Ոは，

そうͬݴた後で「ࢲはܡؙといいます」とݴわれた）．
，わないのはݴとݑ行制をҧݱ，がࡋߴ࠷　
無論，ࡋがかなりの年であり，7 割以上
がஉੑであることにもよるのであΖうが，໊ࢯ
に関する権利をۙ代తなࣗݾ決定権からղこう
とすることにᴥᴪがあるである．ݱ在，໊ࢯ
をࣗݾ決定することは，基本తにない．これ

を，13 条のԆでݑ法上の権利ͩとઆ໌する
と，ࣅたような᠘にҾͬかかるؾがする．υイ
πでもੲ同様な制があͬたが，夫්でҙݟが
Ұகしないときは夫のࢯとなるとのن定ͩͬた
ので，ੑࠩผでҧݑとされた．日本のຽ法 750
条は「夫ຢは࠺のࢯ」なので，直ፊにݑ法 14
条ҧともݴいい．たͩ，ݸ人ओٛを基盤と
する日本国ݑ法からݟると，ؤななイΤ༏ઌが
られ，そこにݟ 24 条ಠࣗの存在ҙຯをݟ出す
్はあるのかもしれない．
　人の໊લはຽによͬてルールがҟなるのは
֬かで，ϛϟϯϚー人にはࢯがないとか，Τν
ΦϐΞ人は本人の໊લʴの໊લであるとか

（ঁ子ϚϥιϯのファπϚ・ϩόࢯを「ϩόさΜ」と

ใಓするのはෆࢥ議なことであͬた），様ʑである．
ؖ国・த国は結ࠗしても改しない．たͩこれ
は，ՇをՈにೖれないというݹいߟえのҨの
ようである．たͩ，いずれにͤよ，夫්ผの
༨がないઌ進国は΄΅ないのͩそうである．
また，このようなதで，日本で国際結ࠗし，૬
खํのࢯがそのままͩͬたとしても，日本人ଆ
のࢯがࣗಈతにมわることはない．以લ，Ϥϯ
様（ϖ・Ϥϯジϡϯ　↧༐ᔱ）ϒーϜの際，൴と結
ࠗしたい日本人ঁੑに͚て，「でもあΜたබ
字ʰʱですから，೦ʂ」（� ాཅ区）とい
うネタがあͬたが，国際ࢲ法తにはޡりである．
え，日本人の໊લをॻく際，શମݴと໊ࢯ　
が 3 文字であるとき，ࢯと໊のؒを 1 Ϛεۭ͚
て，「　Ԫ外」や「大ۭ　ཌྷ」とॻくことに
れているが，த国人・ؖ国人が「ໟ　౦」׳
や「ۚ　大த」と表記することはない，という
指ఠを受͚たことがある．く字文化ݍのத
ではあるが，ࣗ ，から؍ଚॏのޓ同Ұੑの૬ݾ
ཹҙしたい．
　再婚禁止期間　2022 年，ຽ法 733 条 か ら
ঁੑのࢭېࠗ࠶期ؒがফえた．以લから，Ϗタ
1 日あͬても，ݫ格審査の下でҧͩݑとओுし
てきた者としてはਂ֒ײい．日本では，໌治時
代，外ݟతに৷がղる日として 4 Χ月がߟ
えられるとこΖ，୭からもղるとこΖとして 6
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Χ月で立法され，それがઓ後もੜきͬてきた
もので，ۙ時，100 日を超えるとҧͩݑとされ

大平࠷） 27・12・16 ຽ集 69 巻 8 号 2427 頁），改正
されたのである．100 日のࠜڌはຽ法 772 条の
出推定であͬたが，出否ೝのૌえを夫͚ͩ
ができるのはおかしいとݴわれるようになり，
そうであれ，ૣ࠷，子のの推定のために必
要ͩとするࢭېࠗ࠶期ؒの存在ཧ༝がなくなる
というのがཧ༝であͬて，ෆ合ཧなことがవめ
てยいたことはよかͬたとࢥう．
　とこΖで，日本のࢭېࠗ࠶期ؒは，৷が外
తにղるようになる期ؒであるとか，出推ݟ
定から決まるなどとされてきたが，Ϥーϩッύ
は౷తに 10 Χ月，300 日程であͬた．こ
れは，৷期ؒに૬当するҰつのߟえํである．
தؒ審査基४であれ合ݑになり，180 日がҧ
で，よりいݑ 300 日が合ݑというύϥυクε
があると指ఠしてきた．なお，֤国ඍົなࠩが
あͬた．タイは 310 日，Φϥϯμは 306 日，ί
ϩϯϏΞは 270 日で（永Ҫلত「ࠗҽదྸ及びࠗ
期ؒに関する֮ॻ（下）」ށ੶ 488 号 4 頁，22 頁以下

（1984）など），Φϥϯμ人はҙ外とࡉかい．

第 8章　精神的自由
2　思想・信条の自由
（1）保護の意義と歴史的経緯
　闘う民主主義　υイπでは，ຽओओٛのதか
ら࠷もຽओతでない（正֬には，立ݑతでない，か）

φνズϜがੜまれた．国ຽ投ථでの「ࡃ׃」を
ೝめると，υイπのকདྷѼにಧいた知らͤにࠇ
いԑऔりがあるݥةもあるので，ݑ法改正は議
会྆院のそれͧれ 3 分の 2 のՄ決でঝೝできる
ことになͬている．共政ମで大౷領はஔくが，
いわΏるݩटということにした．ీに֯，
ώトϥーのྟ߱࠶にはܯռతなのである．
　そのߟえํのతな表ݱが「ಆうຽओओٛ」
というものである．ࣗ ༝のఢにࣗ༝を༩えるな，
ということで，શମओٛ政ౘをղࢄさͤるため
にݑ法ࡋॴを作り，ついでにநతҧݑ審査
などをさͤているのである．ݑ法ࡋॴは，ಛ

ผࡋॴが日常という大法త౷にԊうもの
であるが，むしΖそういͬた事からੜした
ものである．
　これにରし，日本は，ຽओओٛのܽから「大
౦ѥઓ૪」にͬࢸたのͩとղされ，ઓ൜などを
আき，ຽऺは責められなかͬたとݴえよう．こ
のため，ຽओతであることが大事とされ，एく
໌るいઓ後ຽओओٛの原ܕがऴઓ直後にはあͬ
たのである．()2 は，ઓલの文部লをѱの権
化のように扱い，શてのํࣗ治ମにެબ制の
教ҭ委員会を導ೖすることにγϟΧϦΩになͬ
た．ݑ法 19 条が，ࢥྑ৺のࣗ༝を保োして
いるのはそのである．શମओٛࢥであれ，
まずはԿをߟえてもࣗ༝ͩということが保োさ
れた．ઓલの治҆ҡ࣋法などの࠶དྷをܯռした
ものでもある．たͩ，内৺，Կをߟえているか
は，基本తには他人からղるものではなく，ൺ
．法తにはしい条文であるݑֱ
　とこΖで，本当に，日本のຽऺは୯なる٘ਜ਼
者ͩͬたのかは，なお॓である．教ҭ語や
「ுͬてؤお国のために」，人་の結果か܉
と出ฌ士をૹり，ҟ議をএえる者をඇ国ຽと
び，നഅにͬた౦ᑍ英機大কの८回を৺ݺ
ちにしていたという，ۭؾにෛ͚る日本式のશ
ମओٛを，զʑはこれまでに১できたのであ
Ζうか．
　保障に関する 2つの考え方　法学のੈք
では，Ұൠに，खްい保োはڱい保োで，い
保োはബい保োである．どうやͬても，くख
ްい保োなどという，どこかの保ݥ会社の $.
のᨳい文۟のようなものは無ཧである．平等権
にお͚る「合ཧੑ」の基४や政教分のతޮ
果基४は，ബくてもい保োであり，લ者の
14 条 1 項後ஈ限定ઈରత平等આや後者のઈର
త基४は，文字通り，ڱくてもखްい保োを
指したものである．࣮֬に֩৺部分を保োする
のか，Ұൠతな基४にするのかは，しいとこ
Ζである．それでも，14 条 1 項後ஈ限定ઈର
త平等આは「ੑผ」でྫ外を語り出してࣦഊし

（子どもの՞同様，ઈରをݴい出すとෛ͚қい），政

（404）



111法ࡶ学のすすめ（܅௩）

教分のઈରత基४આはདྷੈを૬खにしないफ
教やੈଏతな超人「৴ڼ」を含Μでしまうとこ
Ζで᪴

ㆤㆾ㆚

いた．「ઈର」とでもݴわな͚れ，ڱ
い保োを語るՁが下がるので，なお，しい．

「ઈର」は，「ݕӾ」のࢭېなど以外はなかなか
しく，ڱい保োでݫ格審査を要するか，
い保োで合ཧੑの基४でよしとするか，のબ択
がଟくなΖう．
（2）限界・制約
　政府言論　ۙ年，「政府ݴ論」なる議論がݑ
法学քではྲྀ

ㆯ ㇄ ㇊

行のようである．ຽओతにબれ
たटは，その政治తϝッηージを語ることに
なる．議場での発ݴは当વとして，市ใ・区ใ
などにおいて，ҙݟをड़ることもある．なか
なかڧなϝッηージをえる人はগないが，
टのަ代によりऴઓの日に語る内༰がସわる
ようなこともあΖう．するࢴഔମがڐされ
るのなら，ςϨϏでใの時ؒをങいऔり，知
事や市がࢪ政ํをࣔすとか，8FC ϖージ
で語ることもੜ͡よう．
　「政府ݴ論」としてとなͬているのはそ
のようなことではない．国やࣗ治ମが，そのഔ
ମをͬて，҃いはۚなどそのඅ用がੜずる
தで，ॅຽなどの୭かが表ݱをなす場合，国や
ࣗ治ମはそのબผができるとするཧ۶として語
られるようになͬていることである．ࣗ治ମओ
のలཡ会やԋ会において，टの立場とは࠵
ҟなるϝッηージを含む作を出・ԋする
ことは，それがまるで当該ࣗ治ମのओுである
かのように受͚औられるので，これをഉআする
というཧ۶である．
　これまで，ݑ法学は，集会のࣗ༝の議論のத
で，ެຽؗやެ会ಊなど，当該ࣗ治ମがݐઃし
た限定తύϒϦック・フΥーϥϜでは，Ұݐ
ઃした以上は，利用は表ݱத立తであるき，
ಛにࢥத立తであるきことを，ΞϝϦΧの
ྫなどをհしながらల開してきたとこΖで
ある．ശがࢴഔମとなΖうと，ిや 8FC
ϖージになΖうとも，その法ཧは及Ϳのではあ
るまいか．ٯに，զʑもまた，そこでの表ݱを，

定合格のಛ定の教科ॻの内༰が文科লのओுݕ
そのものでないように，そのࣗ治ମのओுその
ものとࢥう必要はない．
　君が代ピアノ伴奏拒否事件（࠷平 19・2・27

ຽ集 61 巻 1 号 291 頁）　市立খ学ߍのೖ学式で੪
এする「܅が代」の伴をԻָ教་にڧ制でき
るかが૪われた事݅．ࡋߴ࠷は，要するに，機
ցతにݤ盤をୟく͚ͩのことにࢥ৴条という
ものはない，とݴいた͛であるが，ϗϩϰΟッ
πやϒーχϯがฉいたらౖるであΖう．もし，
機ցతۀ務ͩというのであれ，Իָ教་でな
くともできる．$% を用ҙしてもいいし，ࠓで
はそういͬたサイトはどこかにあるのではない
か．そもそも，খ学ߍの教་になるには，ݱ時
では，શ科が教えられることがલ提で，原
則として 25 m ӭ͛ないと教員໔ڐがえない
ഺである．「܅が代」をϦΤκϯでՎうための
伴は，ผにઐՈでな͚れできないもので
もないであΖう．෭ߍがҰॴ໋ݒに࿅शして
伴したとすれ，ײಈతである．無論，Իָ
教་になるということはこれも৫りࠐみ済みͩ
という，ಛผ権ྗ関係論త論も出そうͩが，
Վࢺがき，ྺ࢙がいている場合に，どうし
てもできないというケーεは定しておく必要
がある．これが，ࣗ分のफ教फでは૾ۮਸഈ
は͡ېられているので「日のؙ」（この場合，Ծ
に国ضがผのデβイϯにมߋされても，ということに

なる）にྱܟできない，という人が出てきたら
どうするのͩΖうか．
7　学問の自由
（3）大学の自治
　東大ポポロ事件（࠷大ত 38・5・22 集ܐ 17 巻

4 号 370 頁）　事݅は，松事݅をࡐにした学
ੜԋܶの࿅शを台に発ੜするので，1952 年
に発ੜしているが，ࡋߴ࠷決は 1963 年のこ
とであり，期ࡋのҰつにえられる．ඃࠂ
人の 1 人は後に横ख市も務めていて，この
は౦ژ大学らしい．
࠷）ࡋொ内ਃॻ߿，法の有໊ྫとしてはݑ　

ত 63・7・15 時 1287 号 65 頁）の原ࠂは，その

（405）



112 横浜国際社会科学研究　第 27 巻第 4 号（2023 年 2 月）

後，౦ژ 23 区の区の区になͬている．h ԅ
のあとʱ事݅決（౦ژত 39・9・28 下ຽ集 15

巻 9 号 2317 頁）のඃࠂは，͝ 存知の通り，その後，
市谷のࣗӴୂで割ෲࣗࡴしている（ࡾౡ༝ل夫）．
ᘉత表ݱや໊༪ᆝଛ関係では有໊な作Ոが
ʑ出てくるのでলུ．ํジϟーφル事࣍ ࠷݅）

大ত 61・6・11 ຽ集 40 巻 4 号 872 頁）の 原ࠂ は，
連立政権の時期のݐઃ૬や内ֳも務め
たेޒཛྷࡾ．Ѵ市として，า行者ఱ国や
ಈԂの開ઃにਚྗした．ਆۙ市子など，政治
Ոも出てくるが，表ݱ権の保ޢをૌえることの
ଟいֵ৽ଆがݴ論のӤ৯になͬているケーεが
Կނかଟい印なのは，ൽである．そして，
ྫඦબొ場人で「あの人はࠓ」ができてし
まいそうである．

第 9章　経済的自由
3　職業選択の自由・財産権
（1）職業選択の自由
　白タク営業事件（࠷大ত38・12・4ܐ集 17巻 12

号 2434頁）　നタクとは，നいφϯόー・ϓϨー
トを͚ているࣗՈ用ंがおۚをऔͬてૹりܴ
えをすること．タクγーは，営ۀ໔ڐを得て，
のφϯόー・ϓϨートを͚ており，ཱྀ٬営
，૪をආ͚るためڝをೝめられている．ա当ۀ
そして，がੜ͡たときに行政がཧしқい
ため，ということで，తೋ分論ではઆ໌が
しい．φϯόーには߆りがあるようで，人ؾの
ある番号はୣい合いである．たͩ，どの番号が
ަ通事ނがগないかという౷ܭはݟたことがな
い．また，「କϲӜ」や「ઘ」はどうのこうの，

「࿅അ」や「立」からಠ立したい，「ੈా谷」
ができるとࣗ分のॅॴͩと「」が͚られ
なくなるからͩݏとݴう人もいて，ࣗಈंが୯
なるҠಈखஈではないことがよくղる．
　หޢ士ۀ務もหޢ士͚ͩにೝめられており，
それ以外の人がใुを得ることはඇห活ಈにな
り，หޢ士会がͬていない．ච者も，؆୯な
法૬ஊを受͚ることはあるが，このことをઆ
໌し，՛子ંҰつでもݻくࣙୀしている．

　薬事法違憲判決（࠷大ত 50・4・30 ຽ集 29 巻

4 号 572 頁）　ༀ局のڑ制限の正当化ཧ༝はԿ
であͬたか．2 ૪のたڝฒΜͩༀは，ա当ݢ
め，҆かΖうѱかΖうのༀを作ͬてചるから国
ຽの݈߁をするというものͩͬた．とこΖが，
ༀかなΜかをํや，మのಠָみたいなౕでࠓ
作ͬているༀ局はຆどない．ༀ会社の作ͬた
ༀをೖれてചͬている．2 ，ฒΜͩༀはݢ
いいༀをબΜで҆くചるڝ૪をする．ͩから，
తはీも֯，खஈに࣮࣭త関連ੑがないと指
ఠされたわ͚である．ҧݑになͬたので，ࠓや，
ϚπΩϤの横にトϞズとεΪༀ局がある，など
というޫܠがある．ौ谷なΜか行くと，Կでए
いのにそΜなにༀが必要なのか，というくらい，
ฒΜでいる．ీに֯，উखにڝ૪すれいい，
となͬた．そうであれ，ެऺཋ場のڑ制限
を国ຽの݈߁をతに合ݑとೝめたྫ（࠷大

ত 30・1・26 集ܐ 9 巻 1 号 89 頁）がଥ当ͩͬたの
か，というٙはʑと༙いてくる．お෩࿊
さΜに，およそࡒൊܥの大ۀاはなく，大֓ྵ
૪をڝ制限こそ，ա当ڑなので，そのۀاࡉ
ආ͚て，ྵۀاࡉをकΖうというతなのでは
ないか．1989 年の決（࠷平20・1・ݩ 集ܐ 43

巻 1 号 1 頁，࠷平7・3・ݩ 時 1308 号 111 頁）は，
もう，७ਮにそういͬた内在త・ࣗ༝国Ոతن
制ͩという論ཧには立ͬていない．খച市場の
制限ڑ の ྫ（࠷大ত 47・11・22 集ܐ 26 巻 9

号 586 頁）でも，ۙ ྡのখച市場がڝ૪して，ͬ
たࡊをചるかもしれないという内在త・ࣗ༝
国Ոతن制の໘がないとはݴいれない．そう
えると，経済తࣗ༝の事ྫでのతೋ分論はߟ
ଥ当なのか，ٙがੜ͡たのである．
（3）自由国家的規制と社会国家的制約
　医業類似行為　あるઌੜが，ۙ࠷εトϨεが
ཷまͬていてർれるとڼ

ㆈㆣ㆗㇃

るので，εトϨεは
やはり事がॏなるとཷまͬていき，݂に݂
のմが出དྷ，ಛにिがϐークͩ，「͚ͬͤΜ
は༵ۚ日」とݴいますからͶ，とਃし上͛たの
ͩが，通͡なかͬた．૬当おർれの͝様子．
　森林法違憲判決（࠷大ত 62・4・22 ຽ集 41 巻 3
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号 408 頁）　ྛ法のతは内在త・ࣗ༝国Ոత
తなのか，政ࡦత・社会国Ոతతなのか，
はͬきりしない．はͬきりしない͚れど，ߴ࠷
は，そのには৮れず，分ずつで共有してࡋ
いるྛの分割がશくできないことはෆ合ཧͩ
としてҧͩݑとࣔした．తೋ分論がଥ当な
のかどうかは૪いがあり，通આは，ྛ法の事
ྫはྫ外ͩとͬݴて，ೋ分論をҡ࣋しているが，
有ྗઆは，こういͬたことはҰൠతͩとして，
Ұݩ論にれࠐΜͩ．通આというのは，基本త
におさΜが年ओுしてきた学આなので，定
年ۙくなͬて，ࠓまでͬݴてきたことがؒҧい
ͩとݴいたくない．ͩからมえない．एखは通
આと同͡ことをͬݴていても成果にならないの
で，ҧͬたことをݴいたがる．その૪いͩͬた
のかもしれない．その後のञ੫ൢചۀ໔ڐ事݅」

平࠷） 4・12・15 ຽ集 46 巻 9 号 2829 頁）などもߟえ
ると，Ұݩ論に܉が上がるؾがする．੫ۚで，
Ұൠݯࡒのものは，Ӵඅから社会保োඅまで
制とنわれるので，内在త・ࣗ༝国Ոతく
も政ࡦత・社会国Ոతن制とも，本࣭తにݴえ
ない．るは࢘法審査基४で，ೋॏの基४
論のݩの࢟にͬて，経済తࣗ༝のن制は合ཧ
ੑの基४ͩとݴえよい．これを，ં֯得たਞ
はख์ͤないとͬݴてதؒ審査に߆ると，શ
ମがݫ格審査とதؒ審査のೋߏになͬて，
合ཧੑの基४のଥ当ൣғがຆどなくなる．それ
で「தؒ」審査ͩとݴいுるのはԿなものか．
　なお，ྛはくないと経営が成り立たない．
Ҵは 1 年でמりऔれても，は 20 年とか 30 年
かかるので，ڱい土でやると，බを২えて，
͡ーͬと 30 年ͬてないとい͚なくなる．そ
のؒ，Կで৯うのか．ͩから，ຖ年े分なࡐ
が採れるくらいの土をͬ࣋ていないとྛ経
営は成り立たない．子の代で分，ଙの代で 4
分の 1，ીଙの代で 8 分の 1 になͬていき，要
はࡉ分化されたྛで，それにえる経営は出
དྷまい，というのが，ྛ法の分割制限の৺の
ようである．経営が成り立たなくなると，を
ͬてࡐにしてചͬてしまう．ࢁはϋήࢁに

なる．మ๒ਫは出る，ؠਗ਼ਫはރれる，ޫ合成
でੜまれる៉ྷなۭؾがなくなる，ߚ༿をݟ
にくる٬ޫ؍はいなくなるなどというわ͚であ
る．これらのことをߟえると，分割制限という
制తは内在త・ࣗ༝国Ոతతなのか，政ن
త・社会国Ոతతなのか，ղらないというࡦ
ことになる．៉ྷなਫとͬݴても，ਫが本当に
なくてੜࢮに関わるなら内在త・ࣗ༝国Ոత
తن制ͩΖうが，「ߕのおいしいਫ」とかで
ചれなくてࠔるというなら，政ࡦత・社会国Ո
తతن制で，そのઢҾきもしい．తೋ分
論はҡ࣋できないとݟた．
　とこΖで，ච者のํのは࣋ࢁちͩͬた．
101 までੜきた．くなるগしલまでϥジΦࡀ
ମૢが日課ͩͬた．90 代でも，ࢁಓをૣで
าするのが日課で，ഢͩのഢがҰॹにࢄ
行ͬたら，はーはーいͬてついてい͚ない．そ
れをみては「ૣࢮにするౕはόΧやͧ」な
どとݴう．このを，大学院時代にしたら，あ
る後ഐが「܅௩さΜはそのํの݂をܧいでおら
れるのですͶ」などとݴうので，「どういうҙ
ຯͩ」ときいたら，「いや，ੜきされそうで」
とએ

ㆮ㆟ㆾ

う．ӕつ͚．
　改ֵのରにྛࢁはならなかͬた．この
ため，ྛࢁओはり，ߴ経済成を経て，
大都市ۙ߫でそこが化されると，大͚し
たҰもあͬたであΖう．૬原台でੲ，4
月にݟた，おෑの大きなޥች

ㆮㆼ㇊

は，そΜなこと
のಈか͵（ʁ）ূڌでもある．

第 3部　統治機構

第 14 章　国　会
4．立法以外の国会の権能
（1）財　政
　私学助成　ある国立大学ଔのམ語Ոがઌഐに
આ教された．国立大学は੫ۚでやͬているΜͩ，
ൌՈなΜͧになͬていいわ͚はない，というこ
とͩͬたのͩが，ࢲ立学ߍでも大֓はࢲ学ॿ成
を受͚ているので，ྔతなҧいにա͗ないとこ
Ζまでདྷている．国立のतۀ料は上がり，研究
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අはݮされた．そのҙຯでは，ࢲ学は，तۀ
料ઃ定のࣗ༝と，फ教ࢪઃやઃ者のಔ૾がݐ
て์かどうか͚ͩなのかもしれない（本当かʁ）．
　大きなࢲ立大学のॿ成ֹは૬当に大きい．
日本大学のෆ事がࠓࡢ大きくใ͡られたが，
これ͚ͩ大きく，社会తにもӨྗڹのある大学
であると，ૣ࠷「ެత」なである．৽たな
ཧ事に，作Ոのྛਅཧ子ࢯがબれたが，
を受͚る人がબれるということは，߅
ྗのやることも日ޫの下にࡽされるということ
でもあり，しかも，Կかあれ後にখઆにॻか
れるڪාもあるͩΖうから，改ֵ推進というҙ
ຯでは結ߏなことである．
法ݑ　 89 条のղऍを८ͬては，Ԥถでは，教
会が࣊ળ事ۀも学ߍ経営もするので，これも෧
͡な͚れ政教分原則が৲ൈ͚になることな
ども指ఠされるようになͬてきた．日本では，
फ教とは無ԑのࢲ立学ߍもོであり，()2
にはཧղできないことͩͬたのかもしれない．

第 15章　内　閣
2　内閣・行政機関の組織・構成・活動
（1）内閣の組織
　無任所大臣　大ਉ，国務大ਉについては，ল
のトッϓでではない，国Ոެ҆委員や内ֳ
，「ԭೄ及びํ୲当」などの内ֳ府ಛ
໋୲当大ਉ，以લのӴிのようなものを，
務大ਉ（大ଂ大ਉ）や法務大ਉと区ผしていࡒ
うݴいํがある．ୠし，ݑ法の用語として，こ
れはなく，内ֳ૯ཧ大ਉを含むか含まないかͩ
͚がҙすきである．
　政治Ոというものは，内ֳ૯ཧ大ਉでな͚れ
，ࡒ務大ਉや外務大ਉになりたいようͩ．ۙ
時，ࣗ分の৬がຯͩということのݴいํに
があͬて，ࣙ 任にいࠐまれた大ਉがあͬた．
ీに֯，どΜな組৫でもࡒをѲͬている人は
．いらしいڧ
　ච者が，以લ，ある大学でएख教員ͩͬた際，
ॱ番ͩからと教員組合の員をやͬたことがあ
る．࿑ಇ組合の員には様ʑな୲当があるとこ

Ζ，ண任 2 年ͩͬたため，事が୯७໌շそ
うな会ܭ୲当を希望して，無ڝ૪でその任にब
いた．ࢉܭがۤखな人がいかにଟいか．ీ に֯，
員のதでは 2 番にएい教員で，໘そうな，
上͛ަব୲当とかॻ記は回ආした．
　あるとき，員会で，෭委員の教तが，
ಥવに，࿑ಇ組合のやることかٙな提Ҋをし
た．ྡで委員もͬࠔたإをしていた．当ํは
立ち上がり，「༧ࢉがありまͤΜ」とڣΜͩと
こΖ，委員も，「会ܭ୲当の責任者もそうݴ
われていますので，ŋŋŋŋ」ということでその
はおしまいになͬた．ผのときには，法学部代
表として，「それはنのղऍとして無ཧがあ
る」とڣΜͩとこΖ，また「法のઐՈもあ
あݴわれていますので，ŋŋŋŋ」ということで෭
委員の提Ҋをͬた．
　かくの͝とく，当人がいくらएでも，ࡒ務
୲当はڧく，ルールのղऍをѲͬている者もڧ
い．ͩ から，内ֳͩとࡒ務大ਉはڧい．それと，
࿑ಇ組合のओたる事は上͛，もしくはҾ下
͛の્ࢭなので，上͛ަব୲当の責任者の発
い．内ֳでも，国Ոでないと有さないڧもྗݴ
権限である外ަの୲当者，外務大ਉはΤϥイと
いうことになる．そのҙຯでは，ࠓ後，Ӵ大
ਉのॏみも૿していく༧ײがある．まあ，どこ
でも人事権をѲͬている人がڧく，内ֳ૯ཧ大
ਉがڧ࠷であることはݑ法上も໌らかͩが．そ
ういうわ͚で，法学部の人は教ཆϨϕルでいい
ので経済学や౷ܭ学を，経済学部・経営学部の
人もຽ法をは͡めとする基本తな法学を学Μ
でおくとよいとࢥえる．後でษڧするのは大ม

え，大学ݴ事をࢲ） 4 年で，3 年Ϳりにߍߴの学

**# をやり直しつつษڧしたിதಓ༤ઌੜの「経済౷ܭ」

はに立ͬている．গなくとも，ݹい文ܥ人ؒをڴす

にはे分ʁ）．

第 17章　地方自治
2　地方公共団体の組織・構成・活動
（2）地方公共団体の組織
　特別区　౦ژにのみ 23 あるಛผํެ共ஂ
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ମ．ઓ後す͙には 22 ͩͬたが，࿅അ区が൘ڮ
区から分して৽たな区となり，23 となͬた．
以લ，࿅അ区を通աした際，ళ֗が「࿅അ区
ಠ立 60 प年」のϖφϯトをるしていた．౦
νϞールやೆεーμϯではあるまいに．
市があͬたとこΖ，ઓ時ژ府と౦ژʑ，౦ݩ　
ମ制の下の 1943 年，ट都でҙࢥ౷Ұができな
いのをͬݏた政府が，その合ซをٻめてઃஔさ
れたもの．ಓ府ݝは໊শはҟなれどੑ࣭は同͡
ͩが，「都」͚ͩは，そういう事で，ੑ格が
ҟなる．ࣗ治というでは後ୀしたܗଶなので
あͬて，推できない．
　それ以લの౦ژ市はもͬとڱかͬた．ࢁखઢ

（ᴷौ谷ᴷా）の大はݩ౦ژ市に৮れて
いない．നから͛ۂてాを指したが，当
時のৠؾ機関ंではޯをొりきれないという
ことで，分ذは๛ౡ܊ାଜになͬた．こ
れが運໋の分かれで，ାは大ターϛφルに
発లする．そして，本དྷ，౦ژ市内の大௩（ೆ

૯ཬݟീݘのݘ௩৴೫はここのॅ人）を通る༧定
が無ཧとなり，יଜٶにできたӺが，市内
のϒϥϯυのために大௩と໊ͬた．このため，
יϓϦズϯやߍߴיが΄΅ାにあͬた
り，ஜ大学（及びそのෟ属学ߍ）の౦ژΩϟϯ
ύεや，2023 年 4 月からத央大学法学部がҠͬ
てくる場ॴ（ݩ都ి大௩ंݿ）の໊が文ژ区大
௩であͬたりという，Ұݟややこしいのはそう
いͬた事である．ついでに，区にӺ
はなく，ࠇ区にࠇӺはなく，൘ڮӺのӺ事
務室は区で，す͙ೆは๛ౡ区という立であ
る．৽॓Ӻೆޱはौ谷区で，正直に代ʑと
໊るき．౦ژはාいॴである．
　ଟຎ区はݩʑਆ奈ݝであͬたが，ଟຎ
のਫを౦ژが֬保したかͬたことと，ࣗ༝ຽ権
運ಈがΜであͬた（ޒ日市ݑ法Ҋは有໊）こ
とから，౦ژ府にҠされた．ߐࠏ市ຽは市外
局番が 03 ͩというのがࣗຫである．また，保
谷（ݱ・౦ژ市のҰ部）と大ઘ（ݱ・࿅അ区のҰ

部）は࡛ݝۄから割ৡされた．ੴਆҪと大ઘで，
どͬちが都会かという，どうでもいいઓいの際，

ੴਆҪଆが出すのが，շ速ٸ行と 4-USain がࢭ
まることとίϨ（大ઘଆは松本ྵ士による「ۜՏమ
ಓ 999」の ࣥච で，౦өࡱӨॴ，౦ژ学ܳ大学 の ෟ

属があることとを͛ڍ，ੴਆҪެԂは通ۈ४ٸが通ա

するͩΖう，とഃることになͬている）．もͬとݹい
をすれ，۱ాの౦は（ଂではなく）下૯
ͩͬたが౦ژ府に編ೖされた．そこにՍかるڮ
が「྆国ڮ」であることがそのূڌである．ま
た，そのลりのଟくはݱ在০区であるが，「
০」という໊は 1 都 3 ．て存在するͬލにݝ
　教育委員　ऴઓ直後に教ҭ委員会がઃ立され
た際は，教ҭ委員はެબとされた．શ国ల開

（保कతなଜ部にも）は 1952 年で，٢ాࣗ༝ౘ
政権が推進し，日教組などがରするߏ図であ
ͬた．ͩが，()2 の領もऴわͬたとこΖで，
1956 年に任໋制にมߋされる．
　ΞϝϦΧの学ߍ区委員会同様，ެબである
しというҙݟはずͬとあͬた．これが，1979
年の౦ژ都த区の教ҭ委員४ެબ制࣮ݱに結
࣮する．Կނ，この時期にかとݴえ，౦ژ
23 区の区もやはり任໋制にมえられており，
これをެબとすくॅຽ運ಈがల開されていた

（Ұ部の区での४ެબ条ྫ࣮ࢪを経て，1974 年のํࣗ

治法改正でެબ制にる），そのԆ，という要Ҽ
がある．また，1972 年にはԭೄ返ؐがあͬた
が，ΞϝϦΧࢪ政下ということもあり，ԭೄは
教ҭ委員のެબ制をউちऔͬており，これを任
໋制にมえるのか，という૪いがੜ͡，改めて
教ҭ委員ެબ制がされたことがある．Կނ，
ここでかとݴえ，その後，ଂ，国分ࣉ，
国立でも同様のಈきがੜ͡る（条ྫ制定までには

らず）のであるが，このลりにはイϯςϦతࢸ
でサϒΧルνϟーతでࣗຽౘ政権తな「த央
ઢ文化」があるからである．以લ，2014 年都
知事બڍの得ථঢ়گのֆ図をݟたことがある
が，当બしたદఴ要Ұのத央ઢԊઢでの得ථ
は໌らかに，૬ରతにいのである．
3　地方自治の本旨以外の権能
（1）地方公共団体の事務
3割自治　国のۀ務は国の出ઌ機関でॲཧす
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るのが原則ͩΖうということをମݱすれ，ྫ
え，ࠗҽಧでॅຽථを作るのに市ॴに行ͬ
た上で，৽しいށ੶を作る（ະͩにこれを「ೖ੶」
とݴう人がいるが，まͩ໌治ຽ法の下でੜきているら

しい．Ҽみに，໌治ݑ法のことを「ݑچ法」ともݴう

ように，໌治ຽ法のことをつい「چຽ法」とॻいてし

まいがちであるが，普通，それはϘΞιφーυがࣥච

してࢪ行されなかͬたものを指すので，ҙ）のに，
੶をཧするのは法務লなので，法務লの出ށ
ઌ機関に行かͶならないこととなる．໘で
ある．ͩͬたら，શ国にある，市区ொଜのॴ
や出ுॴで受͚͚てくれれおޓいに有い
こととなり，この事を国は市区ொଜにԡし
͚る，ݩい，法定受ୗ事務としてํަ੫ަ
ۚというお土࢈を͚ておئいすれいい，
ということになる．こういͬたことをࢁのよう
に やͬた 結果，市ொଜ は，法定受ୗ事務（چ・

機関委任事務）でҲれ，ࣗ治事務は 3 割しかない
事ଶにؕͬたのである．打者なら立ͩが，
ํ行政の在りํとしてはどうか．
　なお，Ԧః治がૣʑにҾୀしたのは，その
年，本ྥ打が 30 本「しか」打てなかͬたから
というのが定આͩが，もう 1 年やるとੜ֔打
が 3 割をりそうͩͬたからͩとのઆもある．
打者としてそのশ号はॏい（そうݴえ，本ྥ打
Ԧ，打ԦとฒͿのは「打Ԧ」ではなく「टҐ打者」

と，Ұ格上の印もある）．6000 打以上でੜ֔打
が࠷もߴいのはए松ษ（.31918　なお，イνϩー

の日ถ通ࢉは .322）．300 打੮以上の通ࢉ代打の
もए松ษ（.349）で，「ですが」にならߴ࠷
ない．

第 18章　天　皇
1　 象徴天皇制及び天皇の性格・地位・組織・
構成

（1）国民の総意
　象徴　ੲ，あるઌੜが法学部のݑ法科の期
ݧࢼに「国会のੑ格」という出をされた．
国権のߴ࠷機関で།Ұの立法機関であり，国ຽ
の代表機関であるなどとॻくことがٻめられて
いた．ཌ年，「内ֳのੑ格」という出をされた．
法を࣮にࣥ行し，国務を૯ཧするというこ
とのҙຯをॻくのがҊとしてٻめられてい
るのかもしれない．その࣍の年，「ఱߖのੑ格」
という出をされたとこΖ，「༏しい人である」
というղがあͬたそうである（� ֮ಓ๛治）．
　ջかしいのついででݴうと，「まあ，そう
いうわ͚です」（� ．）というのがあるޒޱࢁ
会社法のतۀで，子会社が会社の株式を࣋つ
のには制限がある，で，これはͩめ，これはいい，
とどΜどΜ൘ॻのྫが複ࡶになͬていかれ，
にॻいたྫがΞトかηーフかわからなくなͬ
たઌੜが，「まあ，そういうわ͚です」とͬݴ
てतۀをऴわらͤた．そういうわ͚で，本稿も
これでऴわりとする．

付　記

　原則としてܟশはུさͤていた．

ʦきみづか　まさおみ　横浜国立大学大学院国際
社会科学研究院教तʧ

（410）




